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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高 (百万円) 48,560 48,243 54,842 46,522 48,051

経常利益 (百万円) 2,601 3,413 2,503 226 549

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(百万円) 1,917 2,992 1,334 △489 △1,884

包括利益 (百万円) 3,061 3,682 1,815 1,355 △2,282

純資産額 (百万円) 27,751 30,643 32,274 32,143 29,221

総資産額 (百万円) 50,332 54,794 56,365 58,444 57,684

１株当たり純資産額 (円) 4,311.91 4,914.89 4,932.86 5,070.15 4,612.02

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) 297.92 472.14 209.12 △75.00 △297.39

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 55.1 55.9 57.3 55.0 50.7

自己資本利益率 (％) 7.3 10.2 4.2 △1.5 △6.1

株価収益率 (倍) 9.5 4.7 11.8 － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,653 2,433 3,591 3,719 2,439

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,325 △1,631 △1,944 △1,617 △2,216

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,904 △971 △862 △478 286

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 8,742 8,505 8,915 10,197 10,415

従業員数
(ほか、平均臨時
雇用者数)

(名)
5,407 4,963 4,607 4,104 3,985

(1,301) (959) (880) (583) (579)

(注) １．第101期よりSMK Hungary Kft.を連結の範囲から除外しました。また、第103期よりSMK Manufacturing,

Inc.を連結の範囲から除外しました。

２．第99期、第100期及び第101期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、第102期及び第103期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株

式が存在しておらず、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．第102期及び第103期における株価収益率は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４．株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」に残存する自社の株式は、１株当

たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期

純利益又は当期純損失(△)の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第100期の期首から適用して

おり、第100期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってお

ります。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高 (百万円) 38,963 23,033 24,934 22,743 22,973

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 505 1,623 837 △630 1,069

当期純利益又は当期純
損失(△)

(百万円) △55 1,560 250 △1,196 △227

資本金 (百万円) 7,996 7,996 7,996 7,996 7,996

発行済株式総数 (株) 7,500,000 7,500,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

純資産額 (百万円) 25,455 26,370 26,783 24,429 23,459

総資産額 (百万円) 44,478 45,292 45,678 45,926 46,747

１株当たり純資産額 (円) 3,948.07 4,221.30 4,085.50 3,845.03 3,694.01

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)

50 70 100 100 140

(－) (－) (－) (50) (50)

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) △8.53 245.70 39.13 △183.04 △35.80

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 57.2 58.2 58.6 53.2 50.2

自己資本利益率 (％) △0.2 6.0 0.9 △4.7 △0.9

株価収益率 (倍) － 9.1 62.9 － －

配当性向 (％) － 28.5 255.6 － －

従業員数
(ほか、平均臨時
雇用者数)

(名)

737 693 643 635 624

(－) (－) (－) (－) (－)

株主総利回り
(％)

125.0 101.9 116.3 127.4 124.0

(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％) (142.1) (145.0) (153.4) (216.8) (213.4)

最高株価 (円) 3,320 2,971 2,857 2,803 2,794

最低株価 (円) 2,100 2,023 2,019 2,228 2,294

(注) １．第100期及び第101期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在していないため記載

しておりません。第99期、第102期及び第103期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式

が存在しておらず、また、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

２．平均臨時雇用者数については、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略してお

ります。

３．株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」に残存する自社の株式は、１株当

たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期

純利益又は当期純損失(△)の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

４．第99期、第102期及び第103期における株価収益率は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

５．第99期、第102期及び第103期は当期純損失を計上しているため、配当性向は記載しておりません。
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６．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年４

月４日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

７.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第100期の期首から適用してお

り、第100期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており

ます。

８．2025年３月期の１株当たり配当額140円のうち、期末配当額90円については、2025年６月24日開催予定の定

時株主総会の決議事項になっております。



― 5 ―

２ 【沿革】

1925年４月 初代社長池田平四郎が東京府荏原郡(現東京都品川区豊町)に池田無線電機製作所を創立

し、放送無線受信機器等の製造販売を開始。

1929年１月 法人組織に改組、資本金を１万２千円とし、昭和無線工業株式会社に改称。

漁業無線機器およびラジオ受信機ならびに部品の製造販売を開始。

1946年４月 電子機器機構部品の製造販売を開始。

1953年10月 大阪営業所(現大阪支店)を開設。

1962年９月 東京証券取引所市場第二部上場。

1963年12月 富山工場(現富山事業所)を開設。

1969年11月 名古屋営業所(現名古屋支店)を開設。

1970年３月 茨城工場(現ひたち事業所)を開設。

1973年９月 米国駐在員事務所を現地法人化、SMK Electronics Corporation of America(現 SMK

Electronics Corporation, U.S.A.)＜現連結子会社＞を設立。

1978年６月 香港駐在員事務所を現地法人化、SMK Electronics (H.K.) Ltd.＜現連結子会社＞を設立。

11月 東京証券取引所市場第一部上場(指定替)。

1985年２月 ＳＭＫ株式会社に社名変更。

1989年４月 マレーシアに現地法人SMK Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.＜現連結子会社＞を設立。

1990年５月 SMK Electronics (H.K.) Ltd.のシンガポール支店を現地法人化、SMK Electronics

Singapore Pte. Ltd.＜現連結子会社＞を設立。

1994年12月 中国広東省東莞市に東莞高廠昭和電子廠(SMK Dongguan Gaobu Factory)を直接委託加工方

式で運営。(平成23年１月にSMK Electronics (Dongguan) Co., Ltd.＜現連結子会社＞へ

転換。)

1996年８月 中国広東省シンセン市に現地法人和林電子有限公司(SMK Electronics (Shenzhen) Co.,

Ltd.)＜現連結子会社＞を設立。

1998年２月 フィリピンに現地法人SMK Electronics (Phils.) Corporation＜現連結子会社＞を設立。

2005年４月 中国上海市にSMK Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd.＜現連結子会社＞を設立。

2006年３月 中国上海市にSMK Electronics Int'l Trading (Shanghai) Co., Ltd.＜現連結子会社＞を

設立。

2009年12月 中国広東省シンセン市にSMK Electronics Technology Development(Shenzhen)Co., Ltd.

＜現連結子会社＞を設立。

2011年１月 中国広東省東莞市にSMK Electronics (Dongguan) Co., Ltd.＜現連結子会社＞を設立。

2013年２月 中国広東省シンセン市にSMK Electronics Trading (Shenzhen) Co., Ltd.＜現連結子会社

＞を設立。

2015年３月 アイルランドに現地法人SMK Electronics (Europe) Ltd.＜現連結子会社＞を設立。

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社23社及び関連会社１社で構成されており、主な事業内容は、電気通信及び電子機

器等用部品の国内及び海外における製造・販売であります。

当社グループの事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。

セグメントの名称 事業内容 主要な会社

ＣＳ(コネクション・システム)
事業部

コネクタ(同軸、基板対基板、Ｆ
ＰＣ)、ジャックの製造販売

当社
SMK Electronics Corporation, U.S.A.
SMK Trading (H.K.) Ltd.
SMK Electronics Int’l Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
SMK Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.

ＳＣＩ(センシング、コミュニケ
ーション＆インターフェース)事
業部

リモコン、スイッチ、カメラモ
ジュールの製造販売

当社
SMK Electronics Corporation,U.S.A.
SMK Electronics (Dongguan) Co.,Ltd.
SMK Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.
SMK Electronics (Phils.)Corporation

イノベーションセンター
無線モジュールの製造販売、新
規ビジネス開発

当社

その他
不動産賃貸事業、労働者派遣事
業

当社
昭和エンタプライズ(株)
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以上に述べた事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業
の内容

議決権の所
有又は被所
有割合(％)

関係内容 摘要

(連結子会社)

SMK Electronics
Corporation, U.S.A.

アメリカ合衆国
カリフォルニア州
チュラビスタ市

千米ドル
15,100

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

100.0
当社及び当社子会社製品を販売し
ております。
資金援助 有

※３
※４
※５

SMK Electronica S.A.
de C.V.

メキシコ合衆国
バハ・カリフォル
ニア州

千メキシコ
ペソ

113,278
ＳＣＩ事業部

100.0
(100.0)

同社製品を当社子会社に販売して
おります。 ※３

SMK
Electronics(Europe)
Ltd.

アイルランド
ダブリン市

千ユーロ
1,400

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

100.0

当社及び当社子会社製品を販売し
ております。
役員の兼任等 有
資金援助 有

SMK High-Tech Taiwan
Trading Co., Ltd.

中華民国
台北市

千ニュー台湾
ドル

55,000
ＣＳ事業部 100.0

当社及び当社子会社製品を販売し
ております。

SMK Electronics
(H.K.) Ltd.

中華人民共和国
香港特別行政区

千香港ドル
135,005

ＳＣＩ事業部 100.0
同社製品を当社及び当社子会社に
販売しております。
資金援助 有

※３

SMK Trading (H.K.)
Ltd.

中華人民共和国
香港特別行政区

千香港ドル
200

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

100.0
(100.0)

当社及び当社子会社製品を販売し
ております。

SMK Electronics
(Dongguan) Co., Ltd.

中華人民共和国
広東省東莞市

千中国人民元
123,762

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

100.0
(100.0)

同社製品を当社及び当社子会社に
販売しております。

※３

SMK Electronics
(Shenzhen) Co., Ltd.

中華人民共和国
広東省シンセン市

千中国人民元
22,480

ＣＳ事業部 100.0
同社製品を当社及び当社子会社に
販売しております。

※３

SMK Electronics
Trading (Shenzhen)
Co.,Ltd.

中華人民共和国
広東省シンセン市

千中国人民元
500

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

100.0
(100.0)

当社及び当社子会社製品を販売し
ております。

SMK Electronics
Trading (Shanghai)
Co., Ltd.

中華人民共和国
上海市

千中国人民元
4,962

ＣＳ事業部 100.0
当社及び当社子会社製品を販売し
ております。

SMK Electronics Int’l
Trading (Shanghai)
Co., Ltd.

中華人民共和国
上海市

千中国人民元
1,034

ＣＳ事業部
100.0

(100.0)

当社及び当社子会社製品を販売し
ております。

SMK Electronics
Singapore Pte. Ltd.

シンガポール
シンガポール市

千シンガポール
ドル300

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

100.0
当社及び当社子会社製品を販売し
ております。

SMK Electronics
(Malaysia) Sdn. Bhd.

マレーシア
セランゴール州
ベラナン

千マレーシア
リンギット

30,000
ＳＣＩ事業部 100.0

同社製品を当社及び当社子会社に
販売しております。
資金援助 有

※３

SMK Electronics
(Phils.) Corporation

フィリピン
パンパンガ州
クラークフィールド

千フィリピン
ペソ

268,710

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

100.0
同社製品を当社及び当社子会社に
販売しております。
資金援助 有

昭和エンタプライズ
(株)

東京都
品川区

千円
18,000

その他 100.0

当社に不動産賃貸を行っておりま
す。
資金援助 有
設備の賃貸借 有

その他8社 ― ― ― ― ―

(持分法適用関連会社)

茨城プレイティング
工業(株)

茨城県
北茨城市

千円
10,000

ＣＳ事業部
45.5

(30.3)

同社製品を当社に販売しておりま
す。
設備の賃貸借 有
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(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。

※３．特定子会社に該当します。

※４．SMK Electronics Corporation, U.S.A.については、債務超過会社であり、債務超過額は当連結会計年度末

現在で3,147百万円であります。

※５．SMK Electronics Corporation, U.S.A.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売

上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高 11,004百万円

② 経常利益 △969

③ 当期純損失 △984

④ 純資産額 △3,147

⑤ 総資産額 4,865

６．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

ＣＳ事業部 1,171 (148)

ＳＣＩ事業部 1,241 (255)

イノベーションセンター 38 (－)

報告セグメント計 2,450 (403)

その他 140 (－)

全社(共通) 1,395 (176)

合計 3,985 (579)

(注) １．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

３．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び労働者派遣事

業を含んでおります。

４．「全社(共通)」は、特定のセグメントに区分できない製造間接部門、営業部門及び管理部門等の従業員数で

あります。

(2) 提出会社の状況

2025年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

624 45.9 20.0 6,757,185

セグメントの名称 従業員数(名)

ＣＳ事業部 161

ＳＣＩ事業部 173

イノベーションセンター 38

報告セグメント計 372

全社(共通) 252

合計 624

(注) １．従業員数は、就業人員であります。

２．臨時従業員数は、従業員に占める割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．「全社(共通)」は、特定のセグメントに区分できない製造間接部門、営業部門及び管理部門等の従業員数で

あります。

(3) 労働組合の状況

特記すべき事項等はありません。
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(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社

当事業年度

補足説明

管理職に

占める

女性労働者

の割合(％)

(注１)

男性労働者の

育児休業

取得率(％)

(注２)

労働者の男女の

賃金の差異(％)(注１)

全労働者
正規雇用

労働者

パート・

有期労働者

9.3 42.9 71.9 76.0 53.5 脚注の３および４に記載

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３．正規雇用労働者は、当社からグループ会社への出向者及びグループ会社から当社への出向者を除いて算出し

ております。当社は職群及び等級により異なる賃金水準を設定しており、男女で人数分布が異なるため、差

異が生じております。また、育児短時間勤務制度の利用者が女性社員に多いことも、差異の要因となってお

ります。女性技術者の新規採用や女性社員の育成に従前にも増して取り組み、差異の解消に努めてまいりま

す。

４．パート・有期労働者は、再雇用社員、契約社員、パートタイマー等を対象に算出しております。

再雇用社員は等級により異なる賃金水準を設定しており、男女で人数分布が異なるため、差異が生じており

ます。注３に記載の取り組みを行っていくことにより、差異の解消に努めてまいります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社グループは「可能性の追求を通して、総合的な高度技術により、情報社会の発展に寄与する」ことを企業理

念とし、「CREATIVE CONNECTIVITY ―Challenge, Creativity, Solutions」をSMK’s Visionとして掲げており

ます。クリエイティブで柔軟な発想を持ち、失敗を恐れず果敢にチャレンジし、社会やお客様の様々な課題を解決

していくソリューションを提供してまいります。同時に持続的な企業活動の基盤となる人材の多様化と育成を進め、

より良い社会と未来の創出に貢献できる企業を目指し、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

(2) 中長期的な経営戦略

当社グループは2025年４月に創立100周年を迎えました。1925年の創業以来、「良い部品は良いセットを作る」

という創業の精神のもと、電機メーカーをはじめとする多くのお客様に対して、魅力ある製品やサービスを提供し

てまいりました。2035年長期ビジョン「あらゆるニーズを実現する“ものづくり力”で、次の100年に貢献する」の

実現に向けた最初のマイルストーンとして、2025年３月期～2027年３月期を対象期間とする中期経営計画「SMK

Next100」を策定し、この期間を「持続的成長に向けた構造改革を加速させる期間」と位置づけ、売上・利益の成長

軌道への回帰に向けた資源投下とコスト構造改革、製販一体運営等の経営基盤の強化を進めてまいりました。

しかし、足許の状況としては、ＣＳ事業は好調に推移しているものの低成長にとどまり、ＳＣＩ事業は取引先の

在庫調整の長期化等もあり低迷し、イノベーションセンターも新製品・新規ビジネス化が遅れ赤字が継続している

状況が続いております。当社では、2025年３月25日に発表しました通り、構造改革を加速させるため、当社が抱え

る本質的な課題に対する抜本的な取り組みが必要と判断し、「構造改革プログラム」を策定・実施することとしま

した。各事業部の不採算製品の撤退・縮小を進め、採算性や効率性の高い分野へリソースを集中していくとともに、

人員数並びに人材ポートフォリオの最適化、管理部門の規模適正化を進めることで成長軌道への回帰を加速度的に

進め、長期ビジョン並びに中期経営計画で掲げる目標の実現に向けて取り組んでまいります。

企業体質強化の具体的な取り組みは、以下の通りです。

自然災害の事業活動への影響を最小限に抑えるリスク対策として、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）をグループ

全体で対応しております。開発・設計プロセスの改善としては、2021年に３Ｄ ＣＡＤの最新版への更新、３Ｄプリ

ンターの積極的な活用、フロントローディング型製品開発の推進とそのＩＴシステム導入を進めております。

生産体制につきましては、固定費削減を含む生産の効率化を図るとともに最適地生産体制のレビューを継続して

まいりました。これらの生産基盤強化に加えスカラロボット、６軸ロボット、無人搬送車などの活用によるスマー

ト工場の実現に向けた取り組みを推進しております。

環境保全活動では、カーボンニュートラルを最重要課題と認識し、2045年にカーボンニュートラル（温室効果ガ

ス排出実質ゼロ）を実現する目標を設定しました。温室効果ガス削減のため、太陽光発電設備の導入やＣＯ2排出の

少ない電力メニューの選択などを順次進めております。2023年２月には富山事業所、ひたち事業所に、９月にフィ

リピン、11月にマレーシア、2024年２月にメキシコに太陽光発電設備を導入してまいりました。また、循環経済、

カーボンニュートラルに資するものとして、３Ｒ（Reduce／ Reuse／ Recycle）推進に加え、省エネルギー・高効率

化、製造工程の負荷低減等の実現を目指した製品の環境配慮設計を行っており、これからも引き続き推進してまい

ります。

企業の社会的責任（ＣＳＲ）につきましては、従来から企業理念・企業行動憲章を制定し、社会に貢献し評価さ

れる企業づくりを目指しております。2006年４月には社員行動規範を制定し、教育活動を含めSMKグループ全構成員

にＣＳＲ・コンプライアンスの徹底を図っております。企業に求められる社会的責任が時代とともに変化してきた

ことに対応し2024年４月に「社員行動規範」を改定いたしました。

当社グループでは持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために管理体制の充実を図っております。2008年よ

り適用開始された金融商品取引法における内部統制報告制度につきましては、2009年６月から財務報告に係る内部

統制の有効性について内部統制報告書に開示しております。
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また、東京証券取引所の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の中で、コーポレート・ガバナンス・コ

ードへの対応を開示しており、コーポレート・ガバナンスを健全で効率的な経営を実現するための重要な仕組みと

位置づけ、その充実・強化を図っております。

以上の取り組みを通じまして、SMKグループ一丸となって企業価値を高めるべく総力を尽くしてまいります。

(3) 目標とする経営指標

当社グループは適正利潤を伴う売上の継続的拡大を目的に経営に取り組んでおり、中期経営計画「SMK Next100」

（2025年３月期～2027年３月期）の最終年度である2027年３月期において、売上高600億円、営業利益率3.5%、ＲＯ

Ｅ（自己資本当期純利益率）5.0％を目標として掲げております。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

世界経済は、インフレの落ち着きによる実質所得の増加などを背景に、緩やかな成長トレンドが続く見通しでは

あるものの、米国トランプ政権の関税政策の影響、各国での自国第一主義の強まり、中国経済の不透明感、欧州主

要国の政治不安定化などにより、先行きの不透明感は増大しております。

当社グループは、斯かる環境下、グローバルでの生産体制の効率化、お客様のニーズに適確に対応した新製品の

投入、売価改定、固定費の削減等を強化してまいります。そして、2025年３月25日発表の「構造改革プログラム」

を着実に実行することで、当社グループ全体での収益力と成長力を向上させ、企業価値の最大化を図ります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) サステナビリティ経営への取り組み

当社グループは、社長が統括する委員会が軸となり、サステナビリティ経営を推進しております。2005年４

月に危機管理委員会を、2007年７月にはＣＳＲ委員会を設置しました。これらの活動の効率性と実効性をさら

に向上させるため、2024年７月にはこの２つの委員会を統合・改組し、執行役員会の下に新たにＣＳＲ・サス

テナビリティ委員会を設置しました。社長が委員長を務める本委員会が、ＣＳＲや事業継続、リスクマネジメ

ントに関する全社的な課題を総合的に審議・調整する役割を担い、その傘下の各委員会及び会議体が具体的な

活動を推進しております。また、人的資本に関しては、人事委員会と人材開発会議が、人事制度の改革や人材

育成、ダイバーシティーの推進において中核的な役割を果たしております。なお、これらの活動は取締役会お

よび執行役員会が監督・統括しております。

【サステナビリティ推進体制】

(2) 気候変動への対応

気候変動は経営の重要課題と位置付け、取り組み強化に努めております。また、当社グループはＴＣＦＤ

（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明しており、今後も開示情報の質と量の拡充に努

め、ＥＳＧ経営における説明責任を果たします。

① ガバナンス

ＣＳＲ・サステナビリティ委員会の下にＴＮ環境保全委員会を設置しています。ＴＮ環境保全委員会は取締

役副社長兼環境担当役員を委員長とし、事業部、生産事業所、その他関連部門の代表者で構成されています。

ＴＮ環境保全委員会では、グループ全体の環境保全活動を管理し活動方針や指標などを決定します。重要事

項は、ＣＳＲ・サステナビリティ委員会を通じて執行役員会や取締役会で審議・承認されます。

② 戦略（リスク／機会）

気候変動に係る当社グループのリスクと機会を下記に記載します。
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区分 事業への影響 評価(注)

リ

ス

ク

移
行

ＧＨＧ

排出抑制

(政策・法規性／

顧客要求)

エネルギー政策に伴う電力コスト増大、炭素税、排出権取引等による新

たなコスト発生

中

技術 低炭素社会のニーズへの対応が不十分なことから技術開発の遅れを招き、

市場競争力の低下およびビジネスチャンス喪失

大

市場・顧客の

行動変化

気候変動への対応不足による企業価値低下、ビジネスチャンス喪失 中

物
理
的

異常気象の増加 洪水や干ばつ、暴風雨などの自然災害によるサプライチェーンの断絶 大

機

会

資源効率化／

エネルギー源／

レジリエンス

再生可能エネルギー発電所保有による温室効果ガス排出削減と電気コス

ト削減、レジリエンス強化

大

高エネルギー効率設備や省エネルギー活動推進による温室効果ガス削減 大

製品・サービス

／市場

低炭素社会・市場に向けた製品の開発・提供による収入増大

（再生可能エネルギー、テレワーク、ＥＶ、自転車など）

大

(注) 事業活動への影響を「大」「中」「小」の三段階で評価

③ リスク管理

ＴＮ環境保全委員会において、気候変動に関連するリスクおよび機会の洗い出しと評価に向けた取り組みを

段階的に進めています。 現在は、より実効性のあるリスク管理プロセスの構築に向けて関係部門と連携しなが

ら体制整備を進めており、得られた知見や重要な事案については上部会議体へ報告し、必要な対応を付議して

います。

④ 目標・指標

●カーボンニュートラル 中長期目標

当社グループは、中期経営計画においてScope1,2を対象としたカーボンニュートラル中長期目標を設定して

います。

■ 長期目標 2045年度 カーボンニュートラル実現

■ 中期目標 2030年度 ＣＯ2排出量 : 2020年度基準40.0％削減

カーボンニュートラル実現に向けては、省エネルギー設備および再生可能エネルギーの使用を全社一丸とな

り促進します。主要な生産拠点で太陽光発電設備を導入し終えており、現在、さらなる施策の検討を進めてい

ます。また、サプライチェーン排出量（Scope3）は、ホームページで開示しています。

※購入電力のＣＯ2換算係数更新のため過年度実績を再算出しています。
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(3) 人的資本経営の取り組み

当社は“CREATIVE CONNECTIVITY - Challenge, Creativity, Solutions”をSMK Visionとして掲げ、社会やお

客様の様々な課題を解決し、より良い社会と未来の創出に貢献することを目指しております。これを実現させる

ために、経営戦略と人材戦略・人的資本投資の連動性を高めることを重視し人材ポートフォリオの最適化を軸に、

人材育成（能力開発）を重視した運営を開始します。更に学習・共創する組織風土への改革を推進することで、

組織内の相互理解を高め、組織内外の共創を促します。こうした取り組みがSMK Visionなどの企業としての基本

姿勢を実現し、更には、売上・利益の持続的成長への好循環サイクルを実現します。これらの具現化のためのガ

バナンス、リスク管理、戦略、指標と目標については次のとおりです。

① ガバナンス

当社グループでは、経営戦略に関わる人的資本投資については取締役会が審議・決定のうえ執行役員会に伝達

し、グループ社員全般の人的資本投資については執行役員会で審議・決定しております。また、執行役員会の傘

下には多様な人材の活躍支援を含む人事諸制度を審議する人事委員会と、人材育成やスキル向上を審議する人材

開発会議を配しております。

人権尊重などの労働コンプライアンスと労働安全衛生については、ＣＳＲ・サステナビリティ委員会の下部に

あたる、労働・人権委員会が担当しております。

② リスク管理

人的資本経営に関するリスク管理は下表のとおり行っております。

重要課題 関連するリスクと機会

（〇機会、●リスク）

リスク管理

多様な人材

の活躍

●人材獲得競争の激化による採用コスト増加

●多様な人材の獲得が進まない場合の事業の機会損失

●多様な人材の登用が進まない場合の社員のモチベー

ション低下

〇多様な人材の登用によるビジネス機会創出

・グループ全体の多様な人材の採用や離職に

ついて執行役員会でモニタリングし、対応

施策の検討を行う。

・グループ全体での多様な人材の登用制度を

含む人事諸制度の実行状況について人事委

員会でモニタリングし、人事諸制度の立案

を行う。

人材育成 ●人材育成や技能伝承が進まない場合の競争力低下

〇優秀な人材の定着

・グループ全体の人材育成施策の計画立案と

その遂行状況について人材開発会議でモニ

タリングし、新たな施策の検討を行う。

安心・安全

な労働環境

●労働コンプライアンスが守られない場合の企業の信

用失墜

●労災事故の発生

●従業員の心身の健康が維持できない場合の損失発生

〇安心・安全な労働環境の確保による企業の信頼獲得

と社員のモチベーション向上

・グループ全体の労働コンプライアンスの遵

守や安全衛生および健康増進活動の実施状

況について労働・人権委員会でモニタリン

グし、情報共有を行う。

③ 戦略

経営戦略を実現する人材戦略・人的資本投資を実施していきます。人材戦略と人的資本投資による人材一人ひ

とりの能力開発を促すことなどを起点に個人の成長を促します。また、組織風土改革を推進することで、従業員

エンゲージメントを高めるとともに、学習・共創する組織風土の浸透に努めます。そうした取り組みにより、企

業理念やビジョンを実現する原動力となり、売上や利益の持続的成長に繋がるよう推進し、経営戦略と人材戦

略・人的資本投資・組織風土戦略の好循環サイクルを実現していきます。
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[経営戦略と人材戦略・人的資本投資・組織風土戦略の好循環サイクル]

人的資本の観点から、人材のビジネスにおける能力に注目し、徹底した能力開発を行うことで、人的資本価値

の向上に努めます。ビジネスに関連する各種のスキルだけでなく、能力水準の土台を人間力と定め、視座の高さ

や視野の広がりのレベル感、或いは多様な価値観の受容能力などの意思決定における基礎となる総合的な力の伸

長にも注目し対応していきます。また、今回実施した希望退職募集を踏まえ、今後の事業戦略にマッチした人材

ポートフォリオの再構築に取り組んでいきます。

人材育成に関しては、階層別研修を全面的な見直しを行い、役割のステージに応じた研修体系を再構築しま

す。それに先駆け、管理職層にアセスメントを活用した能力の棚卸しを行うと共に、能力開発計画に取り組むこ

とでマネジメント力と職務遂行能力を向上させる取り組みを開始します。

個別の人材育成と並行し、組織風土の改革の重要性を大きく引き上げ、本格的な取り組みを開始します。従来

の顧客ニーズへのカスタム対応力を維持しつつも、お客様や社会の課題に対し、プロアクティブに提案を行うな

ど自律的・能動的な組織風土の定着を目指します。具体的には社員の行動変容を組織的に取り組むことで学習・

共創する組織風土の定着を目指します。こうした取り組みから、社員の多様性を新たな価値創造の原動力に向け

ていくことも視野にいれています。
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④ 指標と目標

重要課題 指標の内容 2024年３月期

実績

2025年３月期

実績

長期目標

(2035年)

多様な人材

の活躍

①女性管理職比率(連結)(注１) 9.2％ 9.6％ 20.0％

②外国人管理職比率(連結)(注１) 22.5％ 23.0％ 30.0％

③中途採用管理職比率(連結)(注１) 53.5％ 53.3％ 67.0％

④離職率(単独)(注２) 2.4％ 1.1％ 2.5％

⑤離職率(連結)(注２) 3.1％ 2.2％ 4.5％

⑥障がい者雇用率(単独) 2.6％ 2.6％ 3.0％

人材育成 ⑦一人あたり研修受講時間(連結) 33Ｈ 42Ｈ 30Ｈ

⑧一人あたり研修受講費用(連結) 10,856円 7,811円 12,000円

⑨一人あたり研修受講時間(単独) 63Ｈ 20Ｈ 80Ｈ

⑩一人あたり研修受講費用(単独) 38,458円 26,596円 40,000円

⑪経営幹部育成プログラム修了者（連結）
(注３)

67人 64人 100人

安心・安全

な労働環境

⑫ＣＳＲ研修受講率(連結) 99.9％ 98.7％ 100.0％

⑬重大労働災害件数(連結)(注４) 0件 1件 0件

⑭健診受診率(単独) 90.8％ 90.9％ 100.0％

(注) １ トランスナショナル人事制度における部課長相当の比率

２ トランスナショナル人事制度における基幹社員(実務スタッフ～部長)の離職率。定年退職者を除く。

３ 該当年度までに経営幹部育成プログラムを修了し、期末現在に在籍している社員の人数

４ 重大労働災害：死亡事故及び後遺障害の残る労働災害

(4) その他のサステナビリティ項目への取り組み

当社グループでは、社会課題の解決と持続可能な社会の実現に向けて、上記の気候変動、人的資本への取り

組みに加えて、コーポレート・ガバナンス体制の充実、サプライチェーン・マネジメントの強化、社会貢献活

動への取り組み等を多角的に推進しています。詳細は当社ホームページにて開示しております。

https://www.smk.co.jp/ja/sustainability
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 競合及び価格動向

電子部品業界は、国内外に多数の同業者が大手から中小まで様々な規模で存在する極めて競合的な業界でありま

す。当社グループは継続的な開発投資により独自技術の蓄積と新製品・新技術の開発に努めておりますが、当社グ

ループを超える高い独自技術によって競合他社が当社グループの市場シェアを奪う可能性があります。

また、競合的な市場であることから、当社グループもコストダウンや差異化商品の投入等により、利益確保に努

めておりますが、採算性、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 海外展開

当社グループは、主にアジア・北米・欧州で事業展開しており、それぞれの地域における経済・政治・社会情勢

の変化が業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、各国・地域の法令・規則等の各種規制に従って事業を行っておりますが、予期せぬ変更や新たな適用によ

り影響を受ける可能性があります。

(3) 為替レートの変動

当連結会計年度の売上高に占める海外売上高の割合は約７割であり、米国ドル建てを主として取引をしておりま

す。為替予約などにより相場の変動リスクをヘッジしておりますが、為替変動による影響を完全に排除することは

難しく、一般に、円高に振れた場合には利益は減少いたします。

(4) 原材料等の調達と価格変動

当社グループは、原材料や一部部材を外部業者より調達しております。これら外部業者とは安定供給のための協

力関係を築いておりますが、需要の急激な変動に伴う供給元からの調達難や仕入価格上昇が発生した場合、生産遅

延やコスト上昇により、業績に影響を及ぼす可能性があります。これに対して、当社グループでは、サプライチェ

ーンマネジメントの強化に取り組み、代替調達先の確保や長期供給契約の締結等によって部材の安定的な確保に努

めております。

(5) 事業提携・資本提携及び企業買収

当社グループは、戦略的な事業提携・資本提携及び企業買収を推進し、提携先・買収先との相乗効果による企業

価値の最大化に取り組んでおりますが、提携先・買収先の企業や対象事業などを取り巻く事業環境が悪化し、当初

想定していた成果や相乗効果を得られない場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 環境保全及び環境関連の規制の強化

当社グループは、「ＳＭＫグループ環境憲章」のもと、環境に配慮した製品づくりや温室効果ガス・廃棄物排出

の削減に取り組み、また、環境関連の規制を遵守して事業活動を推進しております。しかしながら、不測の事態に

より環境汚染につながる事象が発生した場合、早急に事態を収束するための対策費用が発生する可能性がありま

す。また、環境関連の規制の強化・変更により、新たな規制への対応費用が発生する可能性もあります。

カーボンニュートラル推進においては、2045年にカーボンニュートラル（温室効果ガス排出実質ゼロ）を実現す

る目標を設定しております。これに伴い、低炭素電力メニューの採用等により新たな負担が発生する可能性があり

ます。また、電力供給会社の温室効果ガス削減推進の影響を受け、産業共通のインフラとしてのエネルギー供給が

不安定になり、当社グループが最も多く使用するエネルギーである電力のコストが上昇し、新たな負担が発生する

可能性があります。

(7) 情報セキュリティ

当社グループは、電子情報を保護し管理を徹底するため、「電子情報セキュリティ基本規程」を制定し、外部か

らの社内情報システムへの不正アクセス又は不正操作に対処する侵入防止策を講じるとともに、内部監査や情報セ

キュリティ教育などを通して、情報漏洩対策の強化を推進しております。また、営業秘密や個人情報、知的財産に

ついても、規程・運用方針などを整備してその保護に努めております。しかしながら、これら情報が漏洩するなど

の情報セキュリティ問題が発生した場合、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
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(8) 災害等の発生

当社グループは、地震等の自然災害や感染症の流行等による事業活動の低下を最小限にとどめるために、事業継

続計画(ＢＣＰ)の策定を進め、国内外の各拠点における防災対策や、災害発生時の他の拠点での代替生産や調達先

の変更などへの対応に取り組んでおります。しかしながら、想定を超える大規模災害等が発生した場合、生産設備

の破壊、物流機能の麻痺などにより、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

① 経営成績及び財政状態の状況

当連結会計年度における世界経済は、高インフレの沈静化や、米国経済の底堅さを背景に、比較的安定した動き

となりました。一方、米国トランプ政権の関税政策の影響、ウクライナ紛争の長期化や中東情勢等の地政学リスク

の継続、内需の回復が見えはじめた中国も米中対立から力強さに欠け、先行きの景況感は不透明な状態が継続して

おります。また、同様の事情を背景にドル円為替相場も不安定な状況が続いております。

当電子部品業界におきましては、市況は全体としては緩やかな回復基調となったものの、やや停滞気味に推移し

ました。車載市場では、世界的な自動車販売減速やＥＶの失速により停滞感が見られました。情報通信市場では、

スマートフォン、タブレットなどは在庫調整の一巡により堅調に推移し、ＡＩサーバー関連が拡大しました。家電

市場においては、デジタル家電、ゲーム関連、大型白物家電などが堅調に推移しました。産機市場は半導体製造装

置、ＦＡ関連で一部回復の兆しがありましたが、引き続き低調に推移しました。

当連結会計年度においては、ＣＳ事業の売上高は車載、家電、産機市場が好調に推移し前年を上回りました。Ｓ

ＣＩ事業の売上高は、車載、情報通信市場は前年を割り込みましたが、家電市場が拡大し、前年並みとなりまし

た。この結果、売上高は480億５千１百万円(前期比3.3％増)となりました。情報通信市場における主要得意先の需

要減や、当社メキシコ生産子会社のSMK Electronica S.A. de C.V.で退職給付費用２億６千５百万円を計上したこ

となどにより、営業損失は２億２千万円(前期は営業損失12億４千３百万円)となりました。経常利益は５億４千９

百万円(前期比142.9％増)、構造改革プログラムに伴う事業構造改革費用８億６千９百万円を計上したことなどに

より、親会社株主に帰属する当期純損失は18億８千４百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失４億８千９

百万円)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

(ＣＳ事業部）

車載市場においては、カメラ関連が堅調に推移したことに加え、E-Bike関連が好調で前年を上回りました。家電

市場では、アミューズメント関連が拡大し前年を上回り、産機市場でも再生可能エネルギー関連が拡大し前年を大

きく上回りました。一方、情報通信市場では、タブレット関連の需要増により上期は前年を上回って進捗しました

が、第３四半期以降、タブレットと一部顧客のスマホ関連が減速したものの、ＣＳ事業全体としては、前年を上回

る結果となりました。

この結果、当事業の売上高は221億５千６百万円(前期比7.6％増)、営業利益は15億３千４百万円(前期比40.0％

増)となりました。
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(ＳＣＩ事業部)

家電市場では、サニタリー用・エアコン用・スマート家電用リモコンが順調に拡大し前年を上回りました。車載

市場では操作ユニットやカメラモジュールが主要顧客の在庫調整や新製品の開発時期ずれなどの影響を受け第３四

半期まで低調に推移しておりましたが、第４四半期は需要回復による在庫販売や開発費用の売上などもあり挽回

し、ＳＣＩ事業全体としては、前年並みとなりました。

この結果、当事業の売上高は256億４千３百万円(前期比0.4％増)、営業利益は、売価アップや原価低減等のコス

ト削減に努め前年より改善したものの、営業損失13億８百万円(前期は営業損失21億４千５百万円)となりました。

(イノベーションセンター)

イノベーションセンターの主力事業、無線通信モジュールの売上の中心であるBluetooth®モジュールにおいて、

モバイルプリンタ用、医療機器用が前年を割り込みました。一方、Sub-GHz通信モジュールについて、照明機器用

が前年を上回ったものの、イノベーションセンター全体としては、前年を下回る結果となりました。

この結果、当事業の売上高は２億５千１百万円(前期比36.2％減)、営業損失は４億４千６百万円(前期は営業損

失１億９千３百万円)となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、期首残高から２億１千７百万円増加し、104億１千５百万円と

なりました。

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較して、12億７千９百万円減少し、

24億３千９百万円の流入となりました。

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較して、５億９千９百万円減少し、

22億１千６百万円の流出となりました。

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較して、７億６千４百万円増加し、

２億８千６百万円の流入となりました。

③ 生産、受注及び販売の状況

a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

ＣＳ事業部 17,911 8.2

ＳＣＩ事業部 21,415 2.0

イノベーションセンター 200 △31.3

合計 39,527 4.4
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b. 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

ＣＳ事業部 21,377 5.1 5,412 △13.0

ＳＣＩ事業部 25,709 10.3 6,729 △10.2

イノベーションセンター 128 － 86 △58.7

合計 47,215 8.2 12,228 △12.2

c. 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

ＣＳ事業部 22,156 7.6

ＳＣＩ事業部 25,643 0.4

イノベーションセンター 251 △36.2

合計 48,051 3.3
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 経営成績及び財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容

(経営成績)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

金額

(百万円)

売上比

(％)

金額

(百万円)

売上比

(％)

金額

(百万円)

売上比

(％)

１．売上高 46,522 100.0 48,051 100.0 1,528 0.0

２．営業費用合計 47,765 102.7 48,271 100.5 505 △2.2

①材料費 21,183 45.5 21,798 45.4 614 △0.2

②外注加工費 640 1.4 480 1.0 △160 △0.4

③労務費 16,815 36.2 17,427 36.3 612 0.1

④経費 5,635 12.1 5,911 12.3 275 0.2

⑤減価償却費 2,276 4.9 2,169 4.5 △106 △0.4

⑥在庫増減 1,213 2.6 482 1.0 △730 △1.6

３．営業損失(△) △1,243 △2.7 △220 △0.5 1,023 2.2

４．営業外損益

内為替差損益

1,469

1,089

3.2

2.3

769

54

1.6

0.1

△699

△1,034

△1.6

△2.2

５．経常利益 226 0.5 549 1.1 323 0.7

６．特別損益 △280 △0.6 △1,512 △3.1 △1,232 △2.5

７．法人税等 435 0.9 921 1.9 485 1.0

８．親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

△489 △1.1 △1,884 △3.9 △1,395 △2.9

売上高は、ＣＳ事業は車載、家電、産機市場が好調に推移し、ＳＣＩ事業は車載、情報通信市場は前年を下回

りましたが家電市場が拡大し、480億５千１百万円(前期比3.3％増)となりました。営業損失は、情報通信市場に

おける主要得意先の需要減や、当社メキシコ生産子会社のSMK Electronica S.A. de C.V.で退職給付費用２億６

千５百万円を計上したことなどにより、２億２千万円となりました。

営業外損益の主なものは不動産収支であり、経常利益は５億４千９百万円となりました。

特別損益の主なものは、構造改革プログラムに伴う事業構造改革費用、減損損失であります。また、法人税等

として在外子会社の配当方針見直しに伴う留保利益に係る税効果を当連結会計年度に計上したことなどにより、

親会社株主に帰属する当期純損失は18億８千４百万円となりました。
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(財政状態)

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

流動資産 33,824 33,149 △675

固定資産 24,619 24,535 △84

総資産 58,444 57,684 △759

負債 26,300 28,462 2,162

純資産 32,143 29,221 △2,921

自己資本比率 55.0％ 50.7％ △4.3％

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、331億４千９百万円となりました。これは、商品及び製品

が５億１千４百万円、原材料及び貯蔵品が９億９千４百万円それぞれ減少し、売掛金が11億８千２百万円増加した

ことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、245億３千５百万円となりました。こ

れは、退職給付に係る資産が４億５千９百万円増加し、有形固定資産が５億７千３百万円減少したことなどにより

ます。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.3％減少し、576億８千４百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.3％増加し、166億４千７百万円となりました。これは、短期借入金が

12億円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて8.1％増加し、118億１千５百万円と

なりました。これは、繰延税金負債が５億７千万円、長期借入金が２億５千９百万円それぞれ増加したことや、当

社メキシコ子会社のSMK Electronica S.A. de C.V.で退職給付に係る負債２億６千万円を計上したことなどにより

ます。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.2％増加し、284億６千２百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9.1％減少し、292億２千１百万円となりました。これは、利益剰余金

が25億２千２百万円、為替換算調整勘定が３億１千５百万円それぞれ減少したことなどによります。

なお、今後の見通しにつきましては、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に

記載のとおりであります。

また、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２ 事業の状況 ３ 事業等の

リスク」に記載のとおりであります。

(経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等)

当社グループは中期経営計画「SMK Next100」（2025年３月期～2027年３月期）の最終年度である2027年３月期

において、売上高600億円、営業利益率3.5％、ＲＯＥ(自己資本当期純利益率)5.0％を掲げております。当連結会

計年度においては、売上高480億円、営業利益率△0.5％、ＲＯＥ(自己資本当期純利益率)△6.1％となりました。

次期においては、2025年３月25日発表の「構造改革プログラム」を着実に実行し成長軌道への回帰を加速度的

に進め、中期経営計画で掲げる目標の実現に向けて取り組んでまいります。
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② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

(キャッシュ・フローの状況)

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,719 2,439 △1,279

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,617 △2,216 △599

財務活動によるキャッシュ・フロー △478 286 764

現金及び現金同等物 10,197 10,415 217

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較して、12億７千９百万円減少し、

24億３千９百万円の流入となりました。

主に、減価償却費23億４千７百万円による流入によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較して、５億９千９百万円減少し、

22億１千６百万円の流出となりました。

主に、有形固定資産の取得による支出20億８千万円による流出によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較して、７億６千４百万円増加し、

２億８千６百万円の流入となりました。

主に、借入金の純増加額14億６千万円による流入、リース債務の返済による支出５億３千５百万円、配当金の

支払額６億３千６百万円による流出によるものです。

(資本の財源及び資金の流動性)

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、材料の仕入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業

費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資、投資有価証券の取得等によるものであります。当社

グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につき

ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。

なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は156億１千６百万円となって

おります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は104億１千５百万円となっております。

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して

おります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り

及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５ 経理の状況 １

連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) ４．会計方針

に関する事項」及び「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積

り)」に記載しております。
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５ 【重要な契約等】

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。

契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

なお、2024年４月１日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特

定有価証券の内容等に関する内閣府令の一部改正する内閣府令」附則第３条第４項により記載を省略しておりま

す。

(コミットメントライン契約)

(1) コミットメントライン契約の概要

契約締結日 : 2025年３月31日

契約の相手方の属性 : 都市銀行及び地方銀行

債務の期末残高 : 5,500百万円

コミットメント期間 : 自 2025年３月31日 至 2028年３月31日

担保の内容 : 工場財団に根抵当権を設定

(2) 財務上の特約の内容

①各年度の決算期の末日および第２四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決

算期末日または第２四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上かつ241億円

以上に維持すること。

②各年度の決算期の末日および第２四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決

算期末日または第２四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上かつ183億円

以上に維持すること。

③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにするこ

と。

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにするこ

と。
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６ 【研究開発活動】

当社は企業理念である「可能性の追求を通して総合的な高度技術により、情報社会の発展に寄与する」を基本精神

として、研究開発活動を進めております。「CREATIVE CONNECTIVITY ―Challenge, Creativity, Solutions」をSMK’s

Visionとして掲げ、社会やお客様の課題に対するソリューション提案・付加価値提案のための研究開発を継続的に進

めています。目覚ましく進歩するデジタル化・ＩoＴ化によって社会の利便性が益々高まっており、ユーザビリティや

耐環境性能など、お客様の新たなセットの価値創出に貢献していくことを目指しています。

イノベーションセンターは独自性のある高付加価値技術で社会課題へのソリューション提案となる先進的な開発を

行い、各事業部門では電子情報産業分野における技術・商品開発を推進し、コアテクノロジーの深耕と新耕に注力し

ております。生産技術センターでは各事業部・事業所と連携し、トランスナショナルの製造現場における自動化の向

上とＩＴ技術の導入による無人化・生産性の向上を進めており、自社内での自動化・省力化設備の開発と製作、稼動

データ収集システムを活用した設備の予兆保全にも取り組んでいます。また、技術管理部では研究開発・設計開発環

境の向上を目指して、開発ツール・ソフトの高度化やシミュレーション技術の向上、当社が創造した知的財産の適切

な保護とその活用を進めています。

開発体制は、国内３拠点の他に、米国・メキシコ・中国・シンガポールとグローバルな拠点展開を行い、本社をセ

ンター機能として各拠点間で双方向の連携を図っています。各開発拠点は、その地域でのワンストップソリューショ

ン(営業・設計・生産の一貫体制)での設計機能を果たすと共に、新技術の共有や設計工数・習熟度などの不足は補完

し合いながら開発を進めています。

当連結会計年度における主な研究開発成果は次のとおりです。

(１) ＣＳ事業関連

ＣＳ事業部において、生成ＡＩの普及でＰＣやタブレットの情報量が飛躍的に増大する要求に応えるため、

PCIe-Gen5を満足する0.35mmピッチ・勘合高さ0.6mmのフルシールドＢ２Ｂコネクタを開発しました。差動インピーダ

ンス85Ωに高精度でマッチングしており高速の伝送性能と高いＥＭＩ性能を有しています。

車載市場ではＡＤＡＳの進展で車載カメラの搭載が標準化し、同軸機能に加え電源供給のニーズが増えていること

から、１軸＋２電源対応の複合コネクタ(ＣＭ－Ｃシリーズ)を製品化しました。凍結防止や水滴除去を目的としたカ

メラへの電源供給、ＤＭＳ/ＯＭＳ用途ではＬＥＤへの電源供給が可能となります。

車載電装品では軽量化と低価格化目的で電線接続からＦＦＣ接続への切り替えが進んでおり、電線とＦＦＣの両方

が使用できるマルチ接続コネクタ(ＬＡ－４シリーズ)を開発しました。配線用途に応じて電線とＦＦＣの併用が可能

となり、車両メーカーの選択自由度に貢献します。モバイル端末の普及により車内でＵＳＢポートを使用した充電や

データ伝送のニーズが高まっており、ＥＣＵとディスプレイなどを繋ぐUSB3.2Gen2信号に対応した24Pinロック付きコ

ネクタを開発しました。強い振動や衝撃への耐久性を確保するため、勘合時にフルロック構造を採用し、ＳＡＥ/ＵＳ

ＣＡＲ－２規格の引張強度を満足し、高い接触信頼性を実現しています。

また、拡大するE-Bike市場に向けて業界最小クラスの丸形２Ｐ～８Ｐで防水対応の電線対電線用コネクタを開発し

ました。小型ながら１ピン当たり３Ａ通電が可能で、良好な操作フィーリングを実現しています。モーターやバッテ

リーパックなど大電流通電のバスバーと基板を簡単かつ高性能・高信頼性で接続するアクティブフローティングソケ

ットを開発しました。車載用途への展開を見据え、定格100Ａまで対応可能な標準品ラインナップを順次リリースして

いく予定です。

(２) ＳＣＩ事業関連

ＳＣＩ事業部において、スイッチではウェアラブル機器用にハンダレスでユーザビリティが高く、従来品比で幅方

向を29％小型化し部品密集化に貢献し、強度３倍以上の高い耐衝撃性能を有したMicro１domeスイッチを開発しまし

た。リモコンではSmart Home/Home Appliance向けとしてSub-GHz帯通信でリモコン・レシーバー及びセンサーを集中

管理する製品、また、超薄型を追求した製品を開発しました。ミリ波センシングでは周波数解析を用いた睡眠深度推

定アルゴリズムの研究開発を進めており、非接触・非侵襲でのバイタル計測に拠って家電をコントロールし、睡眠の

質を向上させるデバイス:スリープテックの開発を進めています。

環境貢献事業への取り組みの一環として、今後拡大が見込まれる風力発電の風車に使用されるボルトの緩みを検知

するセンサーとして、ＩoＴデバイスとモニタリングシステム「SyncBolt®」を共同開発しました。電力インフラを維

持する際、点検の負担と危険が大きな課題となっており、遠隔での自動検知による保守業務の効率化を図る目的で、

国内の電力事業者向けに商品化を進めています。また、コイン型電池CR2032に置き換わる、業界初の自立給電型コイ

ン電池モジュール「Harvest Loop」を開発し、今年米国で開催のＣＥＳにおいて、「CES Innovation Award 2025」を

Sustainability & Energy/Power部門にて受賞しました。ＩoＴデバイス・センシングデバイスへの幅広い活用ができ、

持続可能なエネルギー社会の実現に向けた製品開発を進めていきます。

(３) イノベーションセンター関連

イノベーションセンターにおいては、ＩoＴ事業の取り組みとして電波によるセンシング技術を活用し、対象者の在
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室検知や転倒検知などが行える技術を開発し、顧客の課題解決に向けた製品・システム提案を進め、実証実験に取り

組みました。また、Sub-GHz帯通信モジュールを活用した物流領域や小売領域のデジタル化での課題解決に向けた製

品・システム開発を行い、商品化を実現し、お客様に納入させて頂きました。車載向けデジタルキー及び住宅用スマ

ートロック向けに、小型・薄型を実現した周囲の金属の影響を受けにくい独自フェライト卷線構造のＮＦＣアンテナ

の開発も進めています。

新技術ではオープンイノベーションによる技術を活用し、ヘルスケアビジネスの創出に取り組んでいます。非接触

型の生体センサーでは、スタートアップ企業と協業し、車室空間の安心・安全向上に向け「子供置き去り検知センサ

ー」の量産化を目指しています。また、筋電センサーについてはスポーツ・トレーニング用途向けに筋活動の可視化

に取組んでいます。さらに、既にプレスリリースしている日本語音声による頭の健康度を可視化するアルゴリズムの

開発が完了し、アプリケーションの本格的な販売を開始しました。

(４) 生産技術関連他

生産技術面では、全工場の製造工程の自動化率向上及び、ＩoＴ・ＤＸ技術の活用による製造現場の効率化に取り組

んできました。全社の自動化率は前年比で1.3％向上させることができました。設備製作においては部品製作に３Ｄプ

リンターの活用を推進し、複雑な形状の部品を３Ｄプリンターで制作することによって、設備開発リードタイムを数

週間レベルで短縮させ、制作費用の大幅な削減を実現しています。また、画像検査においてはＡＩを活用したシステ

ムを導入し、誤判定率の精度向上に取り組み、精度が37倍向上した製品もあり、水平展開を図っています。加えて、

これまで自動化が難しく目視検査が続いている工程にもＡＩ画像技術を導入し、検査工程の完全自動化の実現に向け

て研究開発を進めています。

情報技術面では自動機の稼働データ収集を高度化し、不具合発生の早期発見・未然防止システム構築により仕損費

の削減に大きな効果を生み出しました。新製品開発ではフロントローディング型開発システムを構築・推進し、シミ

ュレーション技術(構造解析・流動解析・電磁界解析・光学解析など)の活用強化と解析スピードアップを図ると共に、

機構強度・音響・材料配向・流体・加工成形を組み合わせた連成シミュレーションやＡＩを活用した最適化の導入で

シミュレーション技能の高度化を図り、設計力強化・設計品質向上に向けた環境整備に取り組んでいます。

なお、当連結会計年度の研究開発費は2,779百万円です。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資は、新製品開発や生産の自動化、省力化を図るための金型や機械を中心に、2,088

百万円となりました。

これをセグメントごとに示すと、ＣＳ事業部では1,363百万円、ＳＣＩ事業部では483百万円、イノベーションセン

ターでは3百万円、その他では237百万円となりました。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2025年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

工具、器具
及び備品

合計

本社
(東京都品川区)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部
イノベーション
センター

本社設備
電子部品生産
設備他

465 0
889
(3)

111 1,466 381

富山事業所
(富山県富山市)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

電子部品生産
設備他

590 699
100
(67)

205 1,595 157

ひたち事業所
(茨城県日立市)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

電子部品生産
設備他

432 171
368
(20)

73 1,045 45

(2) 在外子会社

2025年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

工具、器具
及び備品

合計

SMK
Electronics
(Dongguan)
Co., Ltd.

本社
(中華人民
共和国)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

電子部品
生産設備他

121 607
―
(―)

171 900
835

(334)

SMK
Electronics
(Shenzhen)
Co., Ltd.

本社
(中華人民
共和国)

ＣＳ事業部
電子部品
生産設備他

45 951
―
(―)

393 1,390
761
(61)

SMK
Electronics
(Malaysia)
Sdn. Bhd.

本社
(マレーシア)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

電子部品
生産設備他

158 131
―
(―)

12 303
571
(5)

(注) 在外子会社の従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。



― 30 ―

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名 事業所名
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額(百万円)
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

総額 既支払額

提出会社
富山事業所
(富山県富山市)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

電子部品
生産設備他

680
－

自己資金 2025年4月 2026年3月

ひたち事業所
(茨城県日立市)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

電子部品
生産設備他

359 － 自己資金 2025年4月 2026年3月

SMK
Electronics
(Dongguan)
Co., Ltd.

本社
(中華人民共和国)

ＣＳ事業部
ＳＣＩ事業部

電子部品
生産設備他

345 － 自己資金 2025年4月 2026年3月

SMK
Electronics
(Shenzhen)
Co., Ltd.

本社
(中華人民共和国)

ＣＳ事業部
電子部品
生産設備他

589 － 自己資金 2025年4月 2026年3月

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 19,596,127

計 19,596,127

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

(株)
(2025年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(2025年６月23日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 7,200,000 7,200,000
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株で
あります。

計 7,200,000 7,200,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2022年６月22日
(注)

△300,000 7,200,000 － 7,996 － 12,057

(注)自己株式の消却による減少であります。
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(5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 17 29 121 72 11 6,383 6,633 －

所有株式数
(単元)

－ 16,479 916 11,458 3,045 76 39,678 71,652 34,800

所有株式数
の割合(％)

－ 23.00 1.28 15.99 4.25 0.11 55.37 100.00 －

(注) １．自己株式809,278株は、「個人その他」に8,092単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。

２．「金融機関」には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）

が所有する当社株式401単元が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において

自己株式として表示しております。

(6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区赤坂１丁目８－１ 624 9.83

ＳＭＫ協力業者持株会 東京都品川区戸越６丁目５－５ 535 8.43

公益財団法人昭和池田記念財団 東京都品川区戸越５丁目１７－１４ 359 5.66

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１－１ 320 5.04

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 307 4.85

ＳＭＫ社員持株会 東京都品川区戸越６丁目５－５ 276 4.35

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５－５ 167 2.64

株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海１丁目８－１２ 146 2.30

池田 彰孝 東京都大田区 140 2.20

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１－１ 137 2.17

計 － 3,014 47.47

(注) １．上記のほか当社所有の自己株式849千株があります。なお、当該自己株式には「株式給付信託(BBT)」の信託

財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式40千株が含まれております。

２．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

(株)日本カストディ銀行 146千株
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 849,300

401
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

(相互保有株式)
普通株式 38,800

－ 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,277,100 62,771 同上

単元未満株式 普通株式 34,800 － 同上

発行済株式総数 7,200,000 － －

総株主の議決権 － 63,172 －

(注) １．「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社

日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式40,100株（議決権の数401個）が含まれております。

なお、当該議決権の数401個は、議決権不行使となっております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株、茨城プレイティング工業(株)所有の相互保

有株式68株が含まれております。

② 【自己株式等】

2025年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ＳＭＫ(株)

東京都品川区戸越
６丁目５－５

809,200 40,100 849,300 11.8

(相互保有株式)
茨城プレイティング工業(株)

茨城県北茨城市磯原町
磯原1611－５

16,900 21,900 38,800 0.5

計 － 826,100 62,000 888,100 12.3

(注) １．当社が他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託(BBT)」制度の
信託財産として40,100株所有

株式会社日本カストディ銀行
（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目－８－
12 晴海アイランド トリトンス
クエア オフィスタワーＺ棟

２．茨城プレイティング工業(株)が他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

加入持株会における共有持分数 ＳＭＫ協力業者持株会 東京都品川区戸越６丁目５－５
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(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

１ 株式給付信託(BBT)

当社は、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)及び執行役員(以下「取締役

等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみ

ならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す

る意識を高めることを目的として、2018年６月22日開催の第96回定時株主総会決議に基づき、取締役等に対する

株式報酬制度「株式給付信託(BBT(＝Board Benefit Trust))」（以下「本制度」といいます。）を導入しており

ます。

(1) 株式給付信託(BBT)制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信

託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が

本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取

締役等の退任時となります。

本信託の概要は以下のとおりです。

①名称 ：株式給付信託(BBT)

②委託者 ：当社

③受託者 ：みずほ信託銀行株式会社

(再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)

④受益者 ：取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

⑤信託管理人 ：当社と利害関係のない第三者

⑥信託の種類 ：金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

⑦本信託契約の締結日 ：2018年８月16日

⑧金銭を信託する日 ：2018年８月16日

⑨信託の期間 ：2018年８月16日から信託が終了するまで

(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

(2) 当社取締役等に取得させる予定の株式の総数又は総額

2018年８月16日付金銭信託により、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）（現 株式会社日本カス

トディ銀行（信託Ｅ口））が当社株式を438,000株（株式併合前）、160百万円取得しております。今後取得する

予定は未定です。

なお、当社は2018年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。当事業年度末日現

在の株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式数は40,100株となっております。

(3) 当該株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
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２ 譲渡制限付株式(RS)

当社は、当社及び当社子会社の従業員（以下、「割当対象者」といいます。）が当社株式を所有することで経営

参画意識を高め、当社の企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事を目的

として、2022年10月25日の取締役会決議に基づき、「譲渡制限付株式(RS(＝Restricted Stock))制度」（以下「本

制度」といいます。）を導入しております。

譲渡制限付株式(RS)制度の概要

本制度は、割当対象者240名に対し、金銭債権（以下、「本金銭債権」といいます。）を支給し、同じく本制度に

基づき、割当先である割当対象者240名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として給付することによ

り、当社の普通株式106,600株（以下、「本割当株式」といいます。）を処分しております。なお、本割当株式は、

引受けを希望する割当対象者に対してのみ割当てるものであり、当該割当対象者に対して現物出資するための本金

銭債権が当社から支給されるものであるため、本制度の導入によって当社の従業員賃金が減額されることはありま

せん。

(1) 払込期日 2023年３月10日

(2) 処分した株式の種類及び総数 当社普通株式 106,600株

(3) 処分価額 １株につき2,326円

(4) 処分総額 247,951,600円

(5) 割当先
当社従業員 198名 86,800株
当社子会社従業員 42名 19,800株

(6) 譲渡制限期間 2023年３月10日から2026年３月10日まで



― 36 ―

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号及び会社法第155条第13号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 3,570 1

当期間における取得自己株式 464 0

(注) １．当事業年度における取得自己株式3,570株は、単元未満株の買取請求770株および譲渡制限付株式の無

償取得2,800株によるものです。

２．当期間における取得自己株式464株は、単元未満株式の買取請求64株および譲渡制限付株式の無償取得400株

によるものです。

３．当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他(第三者割当による処分及び譲
渡制限付株式報酬としての自己株式
の処分)

－ － － －

保有自己株式数 849,378 － 849,842 －

(注) １．当期間における保有自己株式数には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

２．保有自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ

口）が所有する当社株式40,100株が含まれております。
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３ 【配当政策】

当社は、株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考えており、中期経営計画（2025年３月期～2027年３

月期）期間中は、事業環境の変化に対応するための財務健全性の維持を前提に、株主資本配当率(ＤＯＥ)２％程度

を目途とした配当を行うことを目指してまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中

間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当は１株当たり50円を実施し、期末配当は１株当たり90円

を、2025年６月24日開催予定の定時株主総会で決議し実施する予定であります。

内部留保につきましては、将来の成長、発展のために必要な研究開発ならびに設備投資に投入し、企業価値の向

上を図るとともに利益の増大に努めていく所存であります。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

2024年10月29日
取締役会決議

319 50

2025年６月24日
定時株主総会決議(予定)

575 90

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業理念・行動指針に基づき、継続的かつ安定的な企業価値向上のため、また、株主、取引先、社員、

地域社会などすべてのステークホルダーから信頼される企業であるために、コーポレート・ガバナンスの充実・

強化を経営の最重要課題の一つとして認識しております。また、その基本として、役員および社員一人ひとりが

社会的責任を果たせるように、ＰＳＲ(Personal Social Responsibility)の意識の徹底が重要であると考えてお

ります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

業務執行につきましては、執行役員および社外取締役制度の導入を行い、取締役会による経営の意思決定およ

び業務監督機能と執行役員の業務執行機能を明確に分離し、経営責任の明確化、迅速な経営判断が出来る体制に

なっております。また、監査役会は、監査役３名で構成しており、うち２名が社外監査役であり、客観的な立場

から取締役の職務執行を監視しております。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社及びその子会社から成る当社グループは、「企業理念・行動指針」並びに「企業行動憲章」の実践規範

として「ＳＭＫグループ社員行動規範」を定めているが、当社グループの役員及び使用人は、企業の自由な競

争下において、法令等の遵守とともに、高い倫理観を持った行動が求められる。

このため、ＣＳＲの前提としてのＰＳＲ(Personal Social Responsibility)の意識を徹底させることが前提

であり、社員教育の推進と違反行為の防止・予防を目的とする「コンプライアンス委員会」、並びに、内部通

報窓口として、法務室及び外部弁護士を窓口とし、かつ、匿名性を保証する「ＳＭＫ倫理ヘルプライン」を設

置したが、今後さらに制度の円滑な運用と、より強固な体制づくりを進めて行く。また、当社グループは、市

民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関

係を遮断する。なお、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、弁護士等の外部専門機関と連携を強化し

ている。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

当社の株主総会や取締役会議事録は、株主の閲覧請求等に常に対応できるように担当の法務室は適正に保存

及び管理しておかなければならない。当社の取締役の職務の執行にかかる各種会議、稟議・指示事項等の文書

の取扱いは、運用マニュアル等に基づき、その経緯・実施状況を正確に記録し担当部門が保存しておくととも

に、その後の管理水準の向上に資するものでなければならない。また、各業務マニュアルの制定・改廃等は、
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関係部門と協議し、「規程管理規程」に基づき迅速に行われなければならない。当社の取締役及び監査役は、

常時これらの状況を把握するとともに、報告もれや誤りがないかどうか担当者等に照会・質問し、不都合な事

項は速やかに指摘するなどして、今後の管理水準の向上に努めなければならない。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの企業活動に伴い発生する経営リスク、並びに自然災害等、当社グループの財産及び当社グル

ープの社員の安全を脅かす事象が発生した場合には、社長を委員長とする「危機管理委員会」が、「危機管理

規程」に従い、当社グループの事業の継続に向けた迅速な復旧を行う。更に、予防的な措置についても十分配

意しなければならない。

また、当社グループの各総務部・人事部は緊急時の連絡・対応方法の周知徹底とそれらの適切な見直し、当

社グループの従業員との十分な意思の疎通などを図っていかなければならない。

また、当社グループの各担当部門は次の諸点のチェック体制を強化しなければならない。

１)「内部通報制度」の活用による事故等の未然防止と実効性ある運用

２)個人情報その他内部情報及びデータ管理の徹底

３)環境汚染物質の使用禁止、製造不良やデッドストックの削減による経営効率の向上と産業廃棄物の減少

４)「安全保障貿易管理委員会」を中心とする輸出禁止製品等の取扱いの厳格化

５)その他、取締役会において重大と判断したリスクの管理

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の取締役会等において承認された月・年次の経営諸計画の遂行状況について、当社の経営企画室及び財

務企画部は、当社グループの連結業績、部門・事業所別業績、個別不採算製品の申請・承認、その他資金・設

備投資・経費等の実施状況について、当社の取締役会等において定期的に報告し、非効率または業務改善の必

要性を指摘し、業務の効率性及び管理水準の向上に努めて行かなければならない。また、当社グループの組

織・人員の配置については、市場の変化等に弾力的に対応して、適材適所に配置していくこととする。また、

社外における経験豊富な人材を社外取締役に登用し、活用・補完していくものとする。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループは、現在の海外ビジネスの展開に至るまで、1970年代から主として海外の現地法人化によるＴ

Ｎ(トランスナショナル)経営を進めてきたので、連結中心の経営体制が定着してきた。従って、個別企業の適

用法令・管理方法に加えて、企業集団を前提とする横断的なＴＮ管理方法を前提とした諸規程の適用、及び管

理体制を継続していく。このため、会社間取引及び諸種のデータ間に齟齬が生じないよう、子会社担当役員及

びシステム開発部担当役員は検証しなければならない。また、公表財務諸表との有機的結合が可能となるよう、

財務企画担当役員は各種データ及びデータ間の検証を行い、公表財務諸表の正確性を確保して行かなければな

らない。子会社担当役員及び財務企画担当役員は、子会社の内部統制組織の整備・改善を指導しなければなら

ない。そのため、当社の取締役会等は、当社グループの連結業績、部門・事業所別業績、個別不採算製品の申

請・承認、その他資金・設備投資・経費等の実施状況について、定期的に報告を受けるものとする。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用

人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社監査役の独立性を尊重することが、経営の安定性、リスクヘッジにつながると認識するので、当社監査

役会の体制及び当社監査役の業務の執行には全面的に支援・協力する方針である。また、当社監査役を補助す

べき使用人を置く場合は、当社監査役会の推薦または同意の上配属し、人事評価及び異動等については、事前

に当社監査役会の意見を聴取して実施する。なお、その使用人には、監査役の指示による調査の権限を認め

る。

７．当社及び子会社の取締役及び使用人等の監査役への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社取締役会、その他の重要な会議には当社監査役が出席し、当社グループの取締役及び使用人が議案の説

明及び報告を行う。当社監査役は議案の審議内容をチェックするとともに、当社グループの各取締役会規則等

に定める提出議案がもれなく提出されているかどうかについて、日常業務を担当する当社グループの取締役そ

の他の役員及び使用人から、担当取締役と同一レベルで、当社グループの資料の提出、意見の聴取を行うこと

ができる。当社監査役から説明を求められた当社グループの取締役その他の役員及び使用人も拒否することが

できないなど、当社監査役の職務執行の妨げとなる一切の障害を排除する体制を保証するものとする。また、
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当社監査役に報告をした当社グループの取締役その他の役員及び使用人が、当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けない体制を保証するものとする。なお、当社各監査役に伝達すべき情報を入手した当社監

査役は、当社監査役会において報告をしなければならない。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

当社監査役がその職務の執行について生ずる費用又は債務については、通常の監査費用は予算化するととも

に、いわゆる有事の際の費用については、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が

負担するものとし、必要に応じて前払も行うことができるものとする。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社監査役の監査は、当社取締役から独立した立場で監査手続を実施できることを保証する。このため、当

社監査役の独立性を阻害する制度等は一切排除することを保証しなければならない。会計監査人との連携を阻

害する事項も、一切排除することを当社取締役は保証しなければならない。また、監査役は必要に応じて弁護

士その他の社外専門家を活用することができる。

③ 企業統治に関するその他の事項

１．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額

としております。

２．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で2025年５月に締結

し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされ

たことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。

当該保険契約の対象範囲は当社の取締役、監査役、執行役員(役員に準ずると認められた従業員を含む）であ

り、保険料は全額当社が負担しております。保険期間は2025年７月１日から2026年7月1日であり当該期間の満

了時には同内容での更新を予定しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員

自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じ

ております。

３．取締役の定数

当社は、取締役は３名以上とする旨を定款に定めております。

４．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

５．株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めて

おります。これは、企業環境の変化に対応した機動的な経営を行うためであります。

また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株

主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める中間配当をす

ることができる旨を定款に定めております。

６．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。これは、株主

総会の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うためであります。
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④ 取締役会の活動状況

取締役会は、取締役６名（うち社外取締役２名）と監査役３名（うち社外監査役２名）で構成しております。

社外役員は通商・外交・法律・金融の各分野での勤務を通じて培った豊富な知識・経験を有しており、また外国

籍役員も在籍していることから、当業界の習慣等にとらわれることなく多角的な見地からの議論を行っておりま

す。

当事業年度において、当社は取締役会を年10回開催しました。個々の取締役・監査役の出席状況は次のとおり

です。

氏名 役職 開催回数 出席回数

池田 靖光 代表取締役社長 10 10

池尾 政信 代表取締役副社長 10 10

Paul Evans 取締役常務執行役員 10 10

原 哲雄 取締役常務執行役員 10 10

中村 利雄 取締役（社外） 10 10

石川 薫 取締役（社外） 10 10

福井 盛一 監査役（常勤、社外） ３ ３

大垣 幸平 監査役（常勤） ７ ７

中島 成 監査役（社外） 10 ９

西村 文男 監査役（社外） 10 10

※2024年6月25日の株主総会をもって福井盛一は監査役を退任しております。また、大垣幸平の就任以降に開催さ

れた取締役会は７回です。

取締役会では年間を通じて、以下のような審議・決議、報告がなされました。

区分 主な内容

審議・決議 中期・短期経営計画、計算書類等の決算事項、定時株主総会関連事項、取締役報酬等の決定

方針、取締役・監査役等の人事・報酬、会計監査人の監査報酬額、構造改革プログラム・子

会社ＢＰＲ、コーポレートガバナンス対応、政策保有株式の保有状況、各種方針の決定(人

権、贈収賄、カルテル等)、重要な投融資案件等

報告 取締役会の実効性評価アンケート実施結果、グループ内外投融資状況、報酬委員会活動報

告、監査役会決定事項、中期経営計画策定状況、エンゲージメントサーベイ実施結果、カー

ボンニュートラル進捗状況等

なお、当社では取締役会の実効性を高め企業価値の向上を図ることを目的に、取締役会の実効性に関する自己

評価を行っております。全ての取締役（社内４名、社外２名）及び監査役（社内１名、社外２名）を対象に、取

締役会の役割・機能、人員構成、会議運営、討議内容、連携・支援体制、株主との関係、前回実効性評価での課

題への取り組みに関するアンケートを実施し、その結果につき取締役会にて議論を行いました。その結果、当社

取締役会は、会社法及びコーポレート・ガバナンスコードに照らし、重大な機能不全や欠落等は存在せず、全体

として有効に機能しているとの評価を得ました。しかし、11次中期経営計画(2024/4～2027/3)について、未達の

要因分析や挽回策に関する議論及び取締役会運営の効率化・活発化（主要資料の英文化、会議時間の柔軟な設定

及び取締役会のＩＴ化推進等）に課題があることが認識されており、今後これらの改善に取り組んでまいりま

す。
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⑤ 報酬委員会の活動状況

報酬委員会は、取締役会の下に社内取締役（代表取締役社長）１名と社外取締役２名で構成しており、取締役

の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を確保することを目的として設置しております。

当事業年度において当社は報酬委員会を計３回開催しており、個々の報酬委員の出席状況については次のとお

りであります。

氏名 開催回数 出席回数

池田 靖光 ３ ３

中村 利雄 ３ ３

石川 薫 ３ ３

当事業年度の報酬委員会においては、取締役の個人別報酬等に関する事項について審議を行い取締役会に答申

するとともに、取締役等の報酬決定において、より業績に連動した報酬体系とするために標準報酬基準の見直し

を行いました。
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(2) 【役員の状況】

① 2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長 池 田 靖 光 1963年２月16日生

1993年10月 当社入社

1999年４月 経営企画室長

2002年６月 執行役員

2004年６月 常務執行役員

2005年５月 経営企画室担当

2006年６月 取締役に就任

2008年４月 営業本部長

2008年６月 取締役副社長に就任

2009年６月 代表取締役副社長に就任

2012年４月 代表取締役社長に就任(現)

(注)３ 51,411

代表取締役副社長

ＣＴＯ、技術本部担当
池 尾 政 信 1956年１月４日生

1979年４月 当社入社

2012年４月 ＣＳ事業部長

2012年５月 SMK Electronics (Shenzhen) Co.,

Ltd. 董事長

2013年６月 執行役員、ＣＳ事業部担当

2018年６月 常務執行役員

2022年４月 技術本部担当(現)

2022年６月 代表取締役副社長、ＣＴＯに就任(現)

(注)３ 4,548

取締役

常務執行役員、欧米州圏

営業担当

ポール

エヴァンス

(Paul Evans)

1961年11月22日生

1986年10月 SMK Europe N.V.入社

2000年４月 SMK Electronics Corporation

U.S.A.社長(現)

2006年６月 執行役員、米州圏営業担当

2010年６月 常務執行役員(現)

2012年４月 SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業

担当(現)

2015年３月 SMK Electronics (Europe) Ltd.

社長

2016年６月 取締役に就任(現)

(注)３ 4,679

取締役

常務執行役員、イノベー

ションセンター担当

原 哲 雄 1966年12月20日生

2007年７月 当社入社

2014年６月 執行役員、営業副本部長

2018年６月 常務執行役員(現)

2019年４月 営業本部長、アジア圏営業担当

2019年６月 取締役に就任(現)

2021年４月 開発センター(現イノベーションセン

ター)担当(現)

(注)４ 5,700

取締役 中 村 利 雄 1946年７月22日生

1970年４月 通商産業省入省

1999年９月 貿易局長

2000年６月 中小企業庁長官

2003年10月 財団法人2005年日本国際博覧会協会事

務総長

2007年11月 日本商工会議所、東京商工会議所専務

理事

2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会

社地域経済活性化支援機構)社外取締

役

2011年６月 日本ガイシ株式会社社外取締役

2016年３月 公益財団法人全国中小企業取引振興協

会(現 公益財団法人全国中小企業振興

機関協会)会長(現)

2016年５月 株式会社アオキスーパー社外取締役

2016年６月 当社取締役に就任(現)

(注)３ 4,055
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 石 川 薫 1950年11月７日生

1972年４月 外務省入省

2002年９月 国際社会協力部長

2005年１月 経済局長

2007年１月 在エジプト特命全権大使

2010年６月 在カナダ特命全権大使

2013年４月 同省退官

2013年６月 公益財団法人日本国際フォーラム専務

理事

2014年４月 川村学園女子大学特任教授

2014年５月 学校法人川村学園理事(現)

2015年６月 一般社団法人日本外交協会理事(現)

2016年６月 清水建設株式会社社外監査役(現)

2017年６月 当社取締役に就任(現)

2020年６月 公益財団法人三菱UFJ国際財団理事

(現)

(注)４ 1,364

常勤監査役 大 垣 幸 平 1955年９月16日生

2009年５月 当社入社

2010年６月 執行役員、経営企画室担当、総務部担

当

2012年４月 常務執行役員、ＣＦＯ、経理部(現 財

務企画部)担当

2022年４月 昭和エンタプライズ㈱社長

2024年４月 広報室担当

2024年６月 常勤監査役に就任(現)

(注)５ 3,594

監査役 中 島 成 1959年８月８日生

1987年４月 名古屋地方裁判所裁判官任官

1988年４月 弁護士登録

1990年４月 中島成法律事務所を設立

1996年11月 中島成総合法律事務所に改称

2008年６月 当社監査役に就任(現)

(注)５ 200

監査役 西 村 文 男 1957年10月15日生

1981年４月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱

UFJ銀行)入行

2001年５月 同行碑文谷支社長

2005年３月 同行築地支社長

2007年４月 同行中野駅前支社長

2008年９月 同行大宮支社長

2010年６月 エムエスティ保険サービス株式会社常

務執行役員

2011年６月 同社専務取締役

2013年６月 日本カーバイド工業株式会社常務取締

役

2016年６月 同社代表取締役専務執行役員

2018年６月 同社顧問

2019年６月 株式会社京三製作所社外監査役(現)

2019年６月 当社監査役に就任(現)

(注)６ ―

計 75,552

(注) １．取締役 中村利雄、石川薫は、社外取締役であります。

２．監査役 中島成、西村文男は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

７．上記所有株式数には、ＳＭＫ役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の

持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月23日)現在確認できないため、2025年５月31日現在

の実質所有株式数を記載しております。

８．当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しておりま

す。なお、執行役員は９名で構成されております。

９．取締役 原哲雄は、代表取締役社長 池田靖光の義弟であります。
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② 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役２名選任の件」を上程しており、

当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。

男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長 池 田 靖 光 1963年２月16日生

1993年10月 当社入社

1999年４月 経営企画室長

2002年６月 執行役員

2004年６月 常務執行役員

2005年５月 経営企画室担当

2006年６月 取締役に就任

2008年４月 営業本部長

2008年６月 取締役副社長に就任

2009年６月 代表取締役副社長に就任

2012年４月 代表取締役社長に就任(現)

(注)３ 51,411

代表取締役副社長

ＣＴＯ、技術本部担当
池 尾 政 信 1956年１月４日生

1979年４月 当社入社

2012年４月 ＣＳ事業部長

2012年５月 SMK Electronics (Shenzhen) Co.,

Ltd. 董事長

2013年６月 執行役員、ＣＳ事業部担当

2018年６月 常務執行役員

2022年４月 技術本部担当(現)

2022年６月 代表取締役副社長、ＣＴＯに就任(現)

(注)３ 4,548

取締役

常務執行役員、欧米州圏

営業担当

ポール

エヴァンス

(Paul Evans)

1961年11月22日生

1986年10月 SMK Europe N.V.入社

2000年４月 SMK Electronics Corporation

U.S.A.社長(現)

2006年６月 執行役員、米州圏営業担当

2010年６月 常務執行役員(現)

2012年４月 SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業

担当(現)

2015年３月 SMK Electronics (Europe) Ltd.

社長

2016年６月 取締役に就任(現)

(注)３ 4,679

取締役 中 村 利 雄 1946年７月22日生

1970年４月 通商産業省入省

1999年９月 貿易局長

2000年６月 中小企業庁長官

2003年10月 財団法人2005年日本国際博覧会協会事

務総長

2007年11月 日本商工会議所、東京商工会議所専務

理事

2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会

社地域経済活性化支援機構)社外取締

役

2011年６月 日本ガイシ株式会社社外取締役

2016年３月 公益財団法人全国中小企業取引振興協

会(現 公益財団法人全国中小企業振興

機関協会)会長(現)

2016年５月 株式会社アオキスーパー社外取締役

2016年６月 当社取締役に就任(現)

(注)３ 4,055
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 石 川 薫 1950年11月７日生

1972年４月 外務省入省

2002年９月 国際社会協力部長

2005年１月 経済局長

2007年１月 在エジプト特命全権大使

2010年６月 在カナダ特命全権大使

2013年４月 同省退官

2013年６月 公益財団法人日本国際フォーラム専務

理事

2014年４月 川村学園女子大学特任教授

2014年５月 学校法人川村学園理事(現)

2015年６月 一般社団法人日本外交協会理事(現)

2016年６月 清水建設株式会社社外監査役(現)

2017年６月 当社取締役に就任(現)

2020年６月 公益財団法人三菱UFJ国際財団理事

(現)

(注)４ 1,364

取締役 高 橋 琴 美 1977年１月30日生

1999年４月 富士ゼロックス入社

2005年８月 Unisys Corporation 入社

2006年１月 同社グローバル戦略アライアンスディ

レクター

2008年９月 Worldwide City Holdings副総裁

2023年４月 同社ＣＥＯ（現）

2025年６月 当社取締役に就任(現)

(注)４ ―

常勤監査役 大 垣 幸 平 1955年９月16日生

2009年５月 当社入社

2010年６月 執行役員、経営企画室担当、総務部担

当

2012年４月 常務執行役員、ＣＦＯ、経理部(現 財

務企画部)担当

2022年４月 昭和エンタプライズ㈱社長

2024年４月 広報室担当

2024年６月 常勤監査役に就任(現)

(注)５ 3,594

監査役 中 島 成 1959年８月８日生

1987年４月 名古屋地方裁判所裁判官任官

1988年４月 弁護士登録

1990年４月 中島成法律事務所を設立

1996年11月 中島成総合法律事務所に改称

2008年６月 当社監査役に就任(現)

(注)５ 200

監査役 西 村 文 男 1957年10月15日生

1981年４月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱

UFJ銀行)入行

2001年５月 同行碑文谷支社長

2005年３月 同行築地支社長

2007年４月 同行中野駅前支社長

2008年９月 同行大宮支社長

2010年６月 エムエスティ保険サービス株式会社常

務執行役員

2011年６月 同社専務取締役

2013年６月 日本カーバイド工業株式会社常務取締

役

2016年６月 同社代表取締役専務執行役員

2018年６月 同社顧問

2019年６月 株式会社京三製作所社外監査役(現)

2019年６月 当社監査役に就任(現)

(注)６ ―

計 69,852

(注) １．取締役 中村利雄、石川薫、高橋琴美は、社外取締役であります。

２．監査役 中島成、西村文男は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。
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７．上記所有株式数には、ＳＭＫ役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の

持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月23日)現在確認できないため、2025年５月31日現在

の実質所有株式数を記載しております。

８．当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しておりま

す。なお、執行役員は９名で構成されております。

③ 社外役員の状況

当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。いずれの社外取締役及び社外監査

役とも当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役中村利雄氏は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会の会長であります。同氏は、当社株式を

4,055株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験

等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、公益財団法人全国中小企業

振興機関協会と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取

引所に届け出ております。

社外取締役石川薫氏は、清水建設株式会社の社外監査役、学校法人川村学園理事、一般社団法人日本外交協会

理事及び公益財団法人三菱UFJ国際財団理事であります。同氏は、当社株式を1,364株所有しております。同氏は、

それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができ

るため、社外取締役に選任しております。また、清水建設株式会社、学校法人川村学園、一般社団法人日本外交

協会及び公益財団法人三菱UFJ国際財団と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立

役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役高橋琴美氏は、Worldwide City HoldingsのＣＥＯであります。同氏は、当社事業と直接関係がない

公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しておりま

す。また、Worldwide City Holdingsと当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役

員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役中島成氏は、当社株式を200株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公

正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しておりま

す。なお、同氏の所属する弁護士事務所に不定期に報酬を支払うことはありますが、金額は同弁護士事務所の規

模に比して少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。当社は、同氏を当社の

独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役西村文男氏は、株式会社京三製作所の社外監査役であります。同氏は、当社事業と直接関係がない

公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しておりま

す。また、株式会社京三製作所と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員と

して、東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業

務執行の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行ってお

り、監査役会において重要事項の審議をするほか、内部監査室から各種報告を受け、情報や意見の交換を行う

ことで相互の連携を図っております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効

性を高めております。会計監査人との関係においては、監査計画の説明、期中レビューの結果報告、監査報告

に加え、適宜情報や意見の交換を行い、相互の連携を図っております。また、必要に応じ会計監査人の国内事

業所往査に同行し、設備や生産ラインなどを実際に視察しております。
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(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名で構成しており、２名が社外監査役であります。監査役のう

ち２名は、金融機関勤務を通して培った豊富な知識・経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有

しております。

当事業年度において当社は監査役会を年８回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで

あります。

氏名 開催回数 出席回数

福井 盛一 ２ ２

大垣 幸平 ６ ６

中島 成 ８ ８

西村 文男 ８ ８

※2024年6月25日の株主総会をもって福井盛一は監査役を退任しております。また、大垣幸平の就任以降に開催

された監査役会は６回です。

監査役会では年間を通じて、以下のような審議・決議、報告がなされました。

区分 主な内容

審議・決議

監査計画、監査役会の監査報告書、会計監査人再任、会計監査人に対する監査報酬同

意、会計監査人の監査報告、監査法人による非保証業務事前了解、内部監査実績と計画

等

報告

常勤監査役による監査活動報告（出席会議の審議内容報告、個別事案監査報告、事業

所往査報告等）、監査法人による監査報告・期中レビュー、代表取締役との意見交換、

業務執行役員の業務執行状況報告等

内部監査室からは定期的に各種報告を受けており、情報や意見の交換を行うことで相互の連携を図っておりま

す。また、会計監査人との関係においては、監査上の主要な検討事項（KAM）選定に関わる協議を行い、監査計

画、期中レビューの結果並びに監査報告の説明を受けるとともに、必要に応じて適宜情報や意見の交換を行い、

相互の連携を図っております。また、会計監査人より日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・

監査審査会の検査結果について定期的に説明を受け、当社会計監査人の適任性判断の一助としております。加え

て、代表取締役との意見交換を実施し業務執行者との意思疎通の強化を図っております。

監査役の活動は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会を始めとする重要な会議に出席

して適宜意見を述べ、独立の立場から取締役の職務執行を監視するとともに、業務執行役員に対するヒアリング

や事業所往査等を通して客観的、合理的な監査を実施しております。また、社外役員で構成され定期的に開催さ

れる会合に参加し社外取締役との情報交換、認識共有を図っております。

常勤監査役は上記に加えて、執行役員会等のその他重要会議に出席するとともに、重要書類の閲覧、部門長、

国内外拠点長に対するヒアリング、国内外の主要事業所往査並びに内部監査室の活動状況のモニタリング等を実

施し、監査の状況を監査役会に報告しております。

② 内部監査の状況

内部監査については、社員４名で構成する内部監査室が担当しております。

内部監査室は代表取締役社長直轄であり、監査役会が承認した監査計画に基づき、当社グループの内部統制監

査、業務監査を実施し、当社の事業活動が法令及び諸規程に準拠し、適正かつ効率的に運営されていることを確

認しております。また、内部監査室は監査役会に監査計画及び活動の進捗状況を報告し、意見交換を行うことで

相互に連携を図っております。内部監査の結果については、監査終了後遅滞なく代表取締役社長及び執行役員会

並びに監査役会に報告しております。また、内部監査室は定期的に会計監査人と情報や意見の交換を行っており、

相互に連携して監査活動を実施しております。
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③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ｂ．継続監査年数

63年間

(注)1962年以前の調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

ｃ．業務を執行した公認会計士

石田 大輔

佐藤 武男

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士試験合格者等２名、その他17名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人を選定するにあたり、以下の項目を考慮しております。

・独立性、専門性、品質管理体制、職務遂行状況等を総合的に勘案し、問題がないこと。

・会社法第340条第１項各号のいずれにも該当しないこと。

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人について、

会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しておりま

す。

④ 監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 60 － 60 －

連結子会社 － － － －

計 60 － 60 －

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(ａ．を除く)

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 － 17 － 15

連結子会社 36 30 59 22

計 36 47 59 37

(注) 当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
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ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、最近時の監査実績の分析・評価・監査計画における監査時間・配員計画・会計監査人の職務の

遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき会社法第399条第１項の

同意を行いました。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

１ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会決議により、下記のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。

(1) 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、

個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

なお、社外取締役については、経営に対する独立性の観点から、月額固定報酬のみとしております。

＜報酬体系＞

項目 内容 目的

固定報酬 月額固定報酬 職責に応じた基本報酬

修正営業利益連動型業績賞与 賞与
各事業年度における業績の向上を図るイ

ンセンティブ

中期経営計画における非財務情報(ＥＳＧ外

部評価を含む)達成度連動型非金銭報酬
株式給付信託(ＢＢＴ)

中長期的な企業価値の向上と社会への貢

献を促す

中期経営計画達成度連動型金銭積立報酬 退職慰労金 中長期的な業績向上への貢献を促す

(2) 固定報酬（金銭報酬）の個人別報酬等の額の決定に関する方針

月額固定報酬を取締役の基本報酬とし、職責や社員の給与水準等を総合的に勘案して決定いたします。

(3) 修正営業利益連動型業績賞与の決定に関する方針

賞与は、連結業績を反映した金銭報酬とし、企業活動の本業の儲けを示す連結営業利益に事業活動から生じる

為替差損益などを加味し取締役賞与支給基準に基づき算出された額を毎年、一定の時期に支給いたします。

(4) 中期経営計画における非財務情報(ESG外部評価を含む)達成度連動型非金銭報酬の決定に関する方針

株式給付信託（非金銭報酬）は、中期経営計画で定めた外部評価機関からのESG評価基準に対する達成度に応

じ、役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを毎年付与し、退職時において、役員株式給付規程に定める

受益者要件を満たした場合、付与された累計ポイント数に応じた数の当社株式を本信託から給付いたします。

(5) 中期経営計画達成度連動型金銭積立報酬の決定に関する方針

退職慰労金は、中期経営計画に定めた売上高営業利益率に対する達成度に基づき毎年度算出された額を積み立

て、退職時に支給いたします。
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(6) 固定報酬（金銭報酬）、修正営業利益連動型業績賞与、中期経営計画における非財務情報達成度連動型非金銭

報酬、中期経営計画達成度連動型金銭積立報酬の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

社外取締役を除く取締役の報酬は、会社の企業業績、企業価値向上の意識を取締役が高く持つよう、固定報酬

よりも業績連動報酬の割合が大きくできる設計としております。

その方針に従い、取締役賞与支給基準では、固定報酬に対する業績連動報酬（賞与）の比率が0～200％の範囲

内で変動するよう規定しております。

(7) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

当社は取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保するために、過半数を独立社外取締役で

構成する報酬委員会を設置しております。個人別の基本報酬額の決定については、報酬委員会が取締役会への答

申をまとめ、その答申内容を踏まえて取締役会において決定しております。当事業年度の取締役の個人別の報酬

等については、報酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は基

本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

当事業年度を含む連結営業利益の推移は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ②連

結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書」に記載のとおりです。

２ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

監査役の報酬は、経営に対する独立性の観点から月額報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役会での協

議によって決定しております。

３ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、その総額は2016年６月22日開催の第94回定時株主総会において年額５億円

以内（うち、社外取締役50百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まな

い）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち、社外取締役１名）です。また、上記報酬限度額と

は別枠で、2018年６月22日開催の第96回定時株主総会において、株式報酬制度導入につき決議しております。当該

定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は４名です。

監査役の報酬額については、その総額は2006年６月20日開催の第84回定時株主総会において年額60百万円以内と

決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 賞与 株式給付信託 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

81 74 3 － 4 3

監査役
(社外監査役を除く。)

9 9 － － － 1

社外役員 26 26 － － － 5

(注) １.上記の取締役には、無報酬の取締役１名を除いております。

２.上記の社外役員には、期中に退任した１名を含めております。

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社の保有する株式は、営業取引の関係強化等を目的とする政策投資のみであり、専ら株式の価値の変動また

は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的での株式保有はしておりません。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が営業取引の関係強化等につ

ながり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針です。

政策保有の適否については、取締役会において、年に１回、検討し決定することとしています。また、年４

回、保有先企業との取引状況、株価、配当等の状況を確認し、定期的に政策保有の継続の可否について検討を

行った結果は取締役会に報告されており、政策保有の意義が薄れたと判断した株式は、取引権限を定めた社内

規程に従って売却しています。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 13 33

非上場株式以外の株式 17 2,525

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 1 73 SAFE出資から株式への転換

非上場株式以外の株式 - - -

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注３)
及び株式数が増加した理由(注４)

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

大日本印刷(株)
1,026,850 513,425 取引関係の円滑化・強化を目的として保有し

ております。
有

2,176 2,398

みずほリース(株)
250,000 50,000

同上 有
260 290

カシオ計算機(株)
※

40,100 40,100 当社製品の販売先であり、取引関係の維持・
強化を目的として保有しております。

無
48 51

(株)歌舞伎座 ※
3,000 3,000 当社従業員への福利厚生を目的とする取引関

係の維持・強化を目的として保有しておりま
す。

無
13 14

シャープ(株) ※
11,200 11,200 当社製品の販売先であり、取引関係の維持・

強化を目的として保有しております。
無

10 9

(株)Ｔ＆Ｄホール
ディングス ※

1,000 1,000 取引関係の円滑化等を目的として保有してお
ります。

無
3 2

沖電気工業(株)※
3,000 3,000

同上 無
2 3

(株)ＪＶＣケンウ
ッド ※

1,904 1,904 当社製品の販売先であり、取引関係の維持・
強化を目的として保有しております。

無
2 1

(株)三菱ＵＦＪフ
ィナンシャル・グ
ループ ※

1,126 1,126 当社の主要取引金融機関であり、資金借入や
為替取引に係る良好な取引関係の維持・強化
を目的として保有しております。

有
2 1

ホシデン(株) ※
727 727 取引関係の円滑化等を目的として保有してお

ります。
無

1 1
(株)リョーサン菱
洋ホールディング
ス※

429 325 当社の販売代理店であり、取引関係の維持・
強化を目的として保有しております。

有
1 1

ヤマハ(株) ※
300 100 当社製品の販売先であり、取引関係の維持・

強化を目的として保有しております。
無

0 0

加賀電子(株) ※
200 100 当社の販売代理店であり、取引関係の維持・

強化を目的として保有しております。
有

0 0

長瀬産業(株)※
300 300 当社の仕入先であり、取引関係の維持・強化

を目的として保有しております。
無

0 0

(株)小糸製作所※
200 200 当社製品の販売先であり、取引関係の維持・

強化を目的として保有しております。
無

0 0

アルプスアルパイ
ン(株) ※

100 100
同上 無

0 0
(株)みずほフィナ
ンシャルグループ
※

37 37 当社の主要取引金融機関であり、資金借入や
為替取引に係る良好な取引関係の維持・強化
を目的として保有しております。

有
0 0

(注) １．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
２．※印の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株

式を合わせて上位60銘柄について記載しております。
３．定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有先企業との取引状況、株価、配

当等の状況等をもとに検証しております。
４．大日本印刷(株)は2024年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

みずほリース(株)は2024年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。
ヤマハ(株)は2024年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。
(株)リョーサンは、2024年４月１日付けで菱洋エレクトロ(株)と経営統合し、(株)リョーサン株式１株に対
して、共同株式移転の方法により設立された両社の完全親会社となる(株)リョーサン菱洋ホールディングス
株式1.32株の割当を行っております。
加賀電子(株)は、2024年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
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みなし保有株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注３)
及び株式数が増加した理由(注４)

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

(株)三菱ＵＦＪフ
ィナンシャル・グ
ループ

673,720 673,720 退職給付信託契約による議決権行使の指図権
限を有しております。

有
1,354 1,048

ソニーグループ
(株)

110,000 22,000
同上 無

414 285

(株)日立製作所
161,000 32,200

同上 無
556 447

(株)みずほフィナ
ンシャルグループ

60,204 60,204
同上 有

243 183

(株)リコー
96,000 96,000

同上 無
151 129

(株)リョーサン菱
洋ホールディング
ス ※

14,520 11,000
同上 有

35 54

パナソニックホー
ルディングス(株)
※

3,795 3,795
同上 無

6 5

(注) １．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

２．※印の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株

式を合わせて上位60銘柄について記載しております。

３．定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有先企業との取引状況、株価、配

当等の状況等をもとに検証しております。

４．ソニーグループ(株)は2024年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。

(株)日立製作所は2024年７月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。
(株)リョーサンは、2024年４月１日付けで菱洋エレクトロ(株)と経営統合し、(株)リョーサン株式１株に対
して、共同株式移転の方法により設立された両社の完全親会社となる(株)リョーサン菱洋ホールディングス
株式1.32株の割当を行っております。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2024年４月１日から2025年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2024年４月１日から2025年３月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監

査法人により監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、セミナーに参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,258 10,475

受取手形 ※5 50 4

電子記録債権 3,132 2,710

売掛金 10,039 11,221

商品及び製品 3,424 2,909

仕掛品 592 517

原材料及び貯蔵品 5,240 4,246

その他 1,150 1,151

貸倒引当金 △64 △85

流動資産合計 33,824 33,149

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,697 21,036

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,451 △16,885

建物及び構築物（純額） 4,245 4,151

機械装置及び運搬具 25,851 22,609

減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,020 △19,960

機械装置及び運搬具（純額） 2,830 2,649

工具、器具及び備品 18,966 17,031

減価償却累計額及び減損損失累計額 △18,011 △16,009

工具、器具及び備品（純額） 954 1,022

土地 5,819 5,819

リース資産 39 3

減価償却累計額及び減損損失累計額 △35 △0

リース資産（純額） 3 3

使用権資産 2,314 2,257

減価償却累計額及び減損損失累計額 △880 △1,308

使用権資産（純額） 1,434 948

建設仮勘定 39 159

有形固定資産合計 ※2,※3 15,328 ※2,※3 14,754

無形固定資産

その他 130 202

無形固定資産合計 130 202

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 4,327 ※1 4,205

長期貸付金 90 87

退職給付に係る資産 3,788 4,247

繰延税金資産 149 241

その他 900 890

貸倒引当金 △94 △94

投資その他の資産合計 9,160 9,578

固定資産合計 24,619 24,535

資産合計 58,444 57,684
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,643 3,206

電子記録債務 2,058 1,005

短期借入金 ※3,※6 5,840 ※3,※6 7,040

リース債務 504 462

未払金 1,801 2,690

未払法人税等 270 198

賞与引当金 572 581

役員賞与引当金 1 3

買付契約評価引当金 107 6

その他 ※４ 1,571 ※４ 1,452

流動負債合計 15,371 16,647

固定負債

長期借入金 ※3 7,022 ※3 7,282

リース債務 997 830

繰延税金負債 2,005 2,575

役員退職慰労引当金 132 124

退職給付に係る負債 37 297

役員株式給付引当金 27 24

その他 705 679

固定負債合計 10,929 11,815

負債合計 26,300 28,462

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 12,057 12,057

利益剰余金 13,253 10,731

自己株式 △3,030 △3,032

株主資本合計 30,276 27,752

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,159 969

繰延ヘッジ損益 △70 16

為替換算調整勘定 △497 △812

退職給付に係る調整累計額 1,274 1,296

その他の包括利益累計額合計 1,866 1,469

純資産合計 32,143 29,221

負債純資産合計 58,444 57,684
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上高 46,522 48,051

売上原価 ※1,※2 39,094 ※1,※2 38,800

売上総利益 7,427 9,250

販売費及び一般管理費 ※2,※3 8,671 ※2,※3 9,470

営業損失（△） △1,243 △220

営業外収益

受取利息 102 172

受取配当金 64 52

不動産賃貸料 987 1,023

為替差益 1,089 54

その他 201 362

営業外収益合計 2,445 1,665

営業外費用

支払利息 156 221

不動産賃貸原価 581 593

投資事業組合運用損 112 －

その他 125 80

営業外費用合計 975 895

経常利益 226 549

特別利益

固定資産売却益 ※4 183 ※4 7

投資有価証券売却益 273 －

その他 1 －

特別利益合計 459 7

特別損失

固定資産売却損 － ※5 0

固定資産除却損 ※6 72 ※6 83

減損損失 ※7 562 ※7 497

投資有価証券評価損 1 69

特別退職金 ※8 102 －

事業構造改革費用 － ※9 869

特別損失合計 739 1,520

税金等調整前当期純損失（△） △53 △963

法人税、住民税及び事業税 233 366

過年度法人税等 － 65

法人税等調整額 201 489

法人税等合計 435 921

当期純損失（△） △489 △1,884

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △489 △1,884
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当期純損失（△） △489 △1,884

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 385 △190

繰延ヘッジ損益 △70 86

為替換算調整勘定 652 △315

退職給付に係る調整額 876 21

その他の包括利益合計 ※1 1,844 ※1 △397

包括利益 1,355 △2,282

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,355 △2,282
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,996 12,057 14,730 △2,531 32,252

当期変動額

剰余金の配当 △987 △987

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
△489 △489

自己株式の取得 △500 △500

自己株式の処分 1 1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △1,476 △498 △1,975

当期末残高 7,996 12,057 13,253 △3,030 30,276

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 773 － △1,149 397 21 32,274

当期変動額

剰余金の配当 △987

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
△489

自己株式の取得 △500

自己株式の処分 1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
385 △70 652 876 1,844 1,844

当期変動額合計 385 △70 652 876 1,844 △131

当期末残高 1,159 △70 △497 1,274 1,866 32,143
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当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,996 12,057 13,253 △3,030 30,276

当期変動額

剰余金の配当 △637 △637

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
△1,884 △1,884

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 2 2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △2,522 △1 △2,524

当期末残高 7,996 12,057 10,731 △3,032 27,752

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,159 △70 △497 1,274 1,866 32,143

当期変動額

剰余金の配当 △637

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
△1,884

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△190 86 △315 21 △397 △397

当期変動額合計 △190 86 △315 21 △397 △2,921

当期末残高 969 16 △812 1,296 1,469 29,221
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △53 △963

減価償却費 2,451 2,347

減損損失 562 497

事業構造改革費用 － 869

賞与引当金の増減額（△は減少） △33 10

買付契約評価引当金の増減額（△は減少） 103 △100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） △1 △2

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） △187 △133

受取利息及び受取配当金 △167 △224

支払利息 156 221

投資有価証券売却損益（△は益） △273 －

固定資産売却損益（△は益） △183 △6

投資有価証券評価損益（△は益） 1 69

固定資産除却損 72 83

投資事業組合運用損益（△は益） 112 △112

特別退職金 102 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,321 △932

棚卸資産の増減額（△は増加） 1,440 1,599

仕入債務の増減額（△は減少） △1,209 △420

未収入金の増減額（△は増加） 78 4

未払金の増減額（△は減少） △20 △4

その他 △92 43

小計 4,180 2,835

利息及び配当金の受取額 169 226

利息の支払額 △169 △228

法人税等の支払額 △387 △387

法人税等の還付額 28 －

特別退職金の支払額 △102 －

事業構造改革費用の支払額 － △7

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,719 2,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △52 △40

定期預金の払戻による収入 48 40

有形固定資産の取得による支出 △2,379 △2,080

有形固定資産の売却による収入 260 19

無形固定資産の取得による支出 △58 △126

投資有価証券の取得による支出 △87 △34

投資有価証券の売却による収入 634 －

貸付けによる支出 △8 △9

貸付金の回収による収入 23 16

その他 2 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,617 △2,216



― 62 ―

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,200 800

長期借入れによる収入 3,300 2,000

長期借入金の返済による支出 △3,991 △1,340

リース債務の返済による支出 △504 △535

自己株式の取得による支出 △498 △1

配当金の支払額 △984 △636

財務活動によるキャッシュ・フロー △478 286

現金及び現金同等物に係る換算差額 △341 △291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,282 217

現金及び現金同等物の期首残高 8,915 10,197

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 10,197 ※1 10,415
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 23社

主要な連結子会社名

「第１ 企業の概況 ４．関係会社の状況」に記載しているため記載を省略しております。

なお、SMK Manufacturing, Inc.は当連結会計年度中に清算したことにより連結の範囲から除外いたしました。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数 1社

会社等の名称

「第１ 企業の概況 ４．関係会社の状況」に記載しているため記載を省略しております。

(2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用会社の茨城プレイティング工業(株)の決算日は４月30日でありますが、連結財務諸表の作成に当たっ

ては、３月31日付で仮決算を行っております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 末 日 は、SMK Electronics (Dongguan) Co., Ltd.、SMK Electronics (Shenzhen)

Co.,Ltd.、SMK Electronics Technology Development(Shenzhen)Co.,Ltd.、SMK Electronics Trading (Shenzhen)

Co.,Ltd.、SMK Electronics Trading (Shanghai) Co.,Ltd.、SMK Electronics Int'l Trading (Shanghai)

Co.,Ltd.、SMK Electronica S.A. de C.V.、SMK Mexicana S.R.L. de C.V.を除き連結決算日と一致しておりま

す。また、これらの子会社の決算日は12月31日でありますが、連結財務諸表の作成に当たっては、３月31日付で仮

決算を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。

a 製品 売価還元法

b 仕掛品 主として最終仕入原価法

c 原材料 最終仕入原価法

連結子会社は主に移動平均法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産、使用権資産を除く)

定率法、連結子会社は主に定額法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物

付属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、当社及び国内連結子会社における主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 ４～10年

工具、器具及び備品 ２～６年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、当社及び国内連結子会社において、自社利用のソフトウエアの耐用年数については、社内における利用

可能期間(５年)に基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

④ 使用権資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、当社及び国内連結子会社並びに一部の海外連結子会社について、当

連結会計年度末以降における支給見込額のうち、当連結会計年度に属する支給対象期間に対応する金額を計上し

ております。

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。

④ 買付契約評価引当金

買付約定済みで未購入の棚卸資産について、収益性低下による損失に備えるため、回収不能見込額を計上して

おります。

⑤ 役員退職慰労引当金

取締役及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末における要支給額を計

上しております。

⑥ 役員株式給付引当金

取締役及び執行役員への当社株式の交付に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末における株式給付債務

の見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容は、電気
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通信及び電子機器等用部品の国内及び海外における販売であります。当該製品の販売については、製品を顧客に

引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売については「収益認識に関する会計基準の適用

指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は「純資産の部」における為替換算調整勘定に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、当該特

例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

金利変動により影響を受ける長期借入金利息

③ ヘッジ方針

当社所定の社内承認手続を行った上で、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的により、金利スワップを

利用しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比

較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価の判定を省略しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

資産に係る控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。

(重要な会計上の見積り)

固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産
15,328百万円

(うち提出会社のＣＳ事業部 643百万円
SMK Electronics (Phils.) Corporation 417百万円)

14,754百万円
(うち提出会社のＣＳ事業部 803百万円)

減損損失
562百万円

(うち提出会社のＣＳ事業部 －百万円
SMK Electronics (Phils.) Corporation 213百万円)

497百万円
(うち提出会社のＣＳ事業部 －百万円)

(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

収益性の低下により減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失

を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。回収

可能価額は使用価値又は正味売却可能価額により測定しており、使用価値は将来の事業計画と、事業計画が策定

されている期間を超えている期間について見積もられた将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定し

ております。

② 主要な仮定

将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額の見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる販売数量の
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予測であります。販売数量の予測については、販売先が作成した将来発注見込資料や注文書をもとに算定してお

ります。

③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

主要な仮定である販売数量は、見積りの不確実性が高く、事業環境の変化等により当連結会計年度の見積りに

使用した仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に減損損失が発生する可能性があります。

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計

基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い

及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正

適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変

更による連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。当該会計方針の変更は、遡及適用されております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はあ

りません。

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会社基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響については，現時点で評価中でありま

す。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めておりました「電子記録債務」は、金

額的重要性が増したため、区分掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に表示していた

4,702百万円は、「支払手形及び買掛金」2,643百万円、「電子記録債務」2,058百万円として組替えております。

(追加情報)

(株式給付信託(BBT)の導入)

当社は、2018年６月22日開催の第96期定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に

貢献する意識を高めることを目的として、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとしま

す。)及び執行役員(以下「取締役等」といいます。)を対象とする株式報酬制度「株式給付信託(BBT(＝Board

Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を導入しております。

本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱
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い」(実務対応報告第30号 2015年３月26日)に準じて、総額法を適用しております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」

といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託

を通じて給付される株式報酬制度となります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取

締役等の退任時となります。

(2) 信託に残存する自社の株式

当社は、本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部

に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は147百万円、株式数は

40,100株であります。

(連結貸借対照表関係)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

投資有価証券(株式) 475百万円 545百万円

※２ 圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま

す。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

圧縮記帳額 101百万円 101百万円

(うち、土地) 101百万円 101百万円

※３ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

(1) 工場財団

建物及び構築物 1,037百万円 999百万円

機械装置及び運搬具 172百万円 152百万円

工具、器具及び備品 69百万円 156百万円

土地 256百万円 256百万円

計 1,536百万円 1,564百万円

(2) その他

建物及び構築物 171百万円 154百万円

工具、器具及び備品 1百万円 1百万円

土地 39百万円 39百万円

計 211百万円 195百万円

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

短期借入金 2,183百万円 3,293百万円

長期借入金 2,866百万円 3,370百万円

計 5,050百万円 6,663百万円

※４ その他のうち、契約負債の金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

契約負債 61百万円 29百万円
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※５ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

受取手形 0百万円 －百万円

※６ コミットメントライン

当社は運転資金の効率的な運用を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

コミットメントラインの総額 6,000百万円 7,000百万円

借入実行残高 4,700 5,500

差引額 1,300 1,500

(連結損益計算書関係)

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上原価 932百万円 585百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

2,557百万円 2,779百万円

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

従業員給与手当 4,294百万円 4,693百万円

賞与引当金繰入額 247百万円 333百万円

役員賞与引当金繰入額 1百万円 3百万円

退職給付費用 39百万円 △58百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円 6百万円

役員株式給付引当金繰入額 △0百万円 △0百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円 17百万円

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

建物及び構築物 42百万円 －百万円

機械装置及び運搬具 3百万円 6百万円

工具、器具及び備品 2百万円 1百万円

土地 135百万円 －百万円

計 183百万円 7百万円
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※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

機械装置及び運搬具 －百万円 0百万円

計 －百万円 0百万円

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

建物及び構築物 0百万円 2百万円

機械装置及び運搬具 50百万円 63百万円

工具、器具及び備品 21百万円 17百万円

計 72百万円 83百万円
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※７ 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

場所 用途 種類

ＳＣＩ事業部

(東京都品川区、富山県富山市、茨城

県日立市)

リモコン、スイッチ、カメラモ

ジュール、タッチセンサー製造設備

建物及び構築物、機械装置及び運搬

具、工具、器具及び備品、リース資

産、その他無形固定資産(ソフトウエ

ア)、長期前払費用

イノベーションセンター

(東京都品川区)
無線モジュール製造設備

工具、器具及び備品、その他無形固

定資産(ソフトウエア)、長期前払費

用

SMK Manufacturing, Inc.

(アメリカ合衆国

カリフォルニア州チュラビスタ市)

リモコン、ユニット製造設備

建物及び構築物、機械装置及び運搬

具、工具、器具及び備品、建設仮勘

定、その他無形固定資産(ソフトウエ

ア)

SMK Electronica S.A. de C.V.

(メキシコ合衆国

バハ・カリフォルニア州)

リモコン、ユニット製造設備
建物及び構築物、機械装置及び運搬

具、工具、器具及び備品

SMK Electronics (Phils.)

Corporation

(フィリピン

パンパンガ州クラークフィールド)

コネクタ、リモコン、タッチセンサ

ー製造設備他

建物及び構築物、機械装置及び運搬

具、工具、器具及び備品

当社グループは、親会社の事業用資産については事業部別、賃貸用不動産及び遊休資産については個々の物件毎に、

連結子会社の事業用資産については会社別、賃貸用不動産及び遊休資産については個々の物件毎に１つの資産グループ

としてグルーピングしております。

上記の資産グループのうち、ＳＣＩ事業部、開発センター、SMK Manufacturing, Inc.、SMK Electronica S.A. de

C.V.及びSMK Electronics (Phils.) Corporationについては、主要得意先の需要減少や競合メーカーとの競争激化によ

り売上高、利益ともに低下傾向にあり、将来キャッシュ・フローの見積りを行いましたが、資産価額を回復するまでの

収益力が認められなかったため、これらの資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。

その結果、当該減少額を減損損失(562百万円)として特別損失に計上しました。

その内訳は、ＳＣＩ事業部215百万円(内、建物及び構築物7百万円、機械装置及び運搬具77百万円、工具、器具及び備

品43百万円、リース資産40百万円、その他無形固定資産(ソフトウエア)1百万円、長期前払費用44百万円)、開発センタ

ー9百万円(内、工具、器具及び備品0百万円、その他無形固定資産(ソフトウエア)0百万円、長期前払費用8百万円)、SMK

Manufacturing, Inc.31百万円(内、建物及び構築物5百万円、機械装置及び運搬具1百万円、工具、器具及び備品0百万

円、建設仮勘定23百万円、その他無形固定資産(ソフトウエア)0百万円)、SMK Electronica S.A. de C.V.92百万円(内、

建物及び構築物73百万円、機械装置及び運搬具16百万円、工具、器具及び備品2百万円)、SMK Electronics (Phils.)

Corporation213百万円(内、建物及び構築物17百万円、機械装置及び運搬具170百万円、工具、器具及び備品26百万円)で

す。

なお、ＳＣＩ事業部、開発センター、SMK Manufacturing, Inc.及びSMK Electronica S.A. de C.V.の回収可能価額は

使用価値により測定しており、将来キャッシュフローが見込まれないことから、当該事業に係る固定資産について帳簿

価額の全額を減損損失として計上しております。SMK Electronics (Phils.) Corporationの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを14.5％で割り引いて算定しております。
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当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

場所 用途 種類

ＳＣＩ事業部
(東京都品川区、富山県富山市、茨城
県日立市)

リモコン、スイッチ、カメラモ

ジュール、タッチセンサー製造設備

建物及び構築物、機械装置及び運搬
具、工具、器具及び備品、その他無形
固定資産(ソフトウエア)

イノベーションセンター
(東京都品川区)

無線モジュール製造設備
機械装置及び運搬具、工具、器具及び
備品、その他無形固定資産(ソフトウ
エア)

SMK Electronics (Phils.)
Corporation
(フィリピン
パンパンガ州クラークフィールド)

使用権資産、太陽光発電設備他
建物及び構築物、機械装置及び運搬
具、工具、器具及び備品、使用権資産

当社グループは、親会社の事業用資産については事業部別、賃貸用不動産及び遊休資産については個々の物件毎に、

連結子会社の事業用資産については会社別、賃貸用不動産及び遊休資産については個々の物件毎に１つの資産グループ

としてグルーピングしております。

上記の資産グループのうち、ＳＣＩ事業部、イノベーションセンター及びSMK Electronics (Phils.) Corporationに

ついては、主要得意先の需要減少や競合メーカーとの競争激化により売上高、利益ともに低下傾向にあり、将来キャッ

シュ・フローの見積りを行いましたが、資産価額を回復するまでの収益力が認められなかったため、これらの資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。

その結果、当該減少額を減損損失(497百万円)として特別損失に計上しました。

その内訳は、ＳＣＩ事業部80百万円(内、建物及び構築物0百万円、機械装置及び運搬具19百万円、工具、器具及び備

品39百万円、その他無形固定資産(ソフトウエア)21百万円)、イノベーションセンター6百万円(内、機械装置及び運搬具

3百万円、工具、器具及び備品0百万円、その他無形固定資産(ソフトウエア)1百万円)、SMK Electronics (Phils.)

Corporation410百万円(内、建物及び構築物9百万円、機械装置及び運搬具175百万円、工具、器具及び備品4百万円、使

用権資産221百万円)です。

なお、ＳＣＩ事業部、イノベーションセンター及びSMK Electronics (Phils.) Corporationの回収可能価額は使用価

値により測定しており、将来キャッシュフローが見込まれないことから、当該事業に係る固定資産について帳簿価額の

全額を減損損失として計上しております。

※８ 特別退職金

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

当社北米グループ子会社の組織再編に伴う特別退職金であります。

※９ 事業構造改革費用

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

「構造改革プログラム」における国内人員数の最適化に伴う割増退職金・転進支援金等であります。
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(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 826百万円 △253百万円

組替調整額 △273百万円 0百万円

法人税等及び税効果調整前 552百万円 △253百万円

法人税等及び税効果額 △167百万円 63百万円

その他有価証券評価差額金 385百万円 △190百万円

繰延ヘッジ損益

当期発生額 △70百万円 23百万円

組替調整額 －百万円 70百万円

法人税等及び税効果調整前 △70百万円 94百万円

法人税等及び税効果額 －百万円 △7百万円

繰延ヘッジ損益 △70百万円 86百万円

為替換算調整勘定

当期発生額 652百万円 △315百万円

組替調整額 －百万円 －百万円

法人税等及び税効果調整前 652百万円 △315百万円

法人税等及び税効果額 －百万円 －百万円

為替換算調整勘定 652百万円 △315百万円

退職給付に係る調整額

当期発生額 1,364百万円 515百万円

組替調整額 △115百万円 △462百万円

法人税等及び税効果調整前 1,249百万円 53百万円

法人税等及び税効果額 △372百万円 △31百万円

退職給付に係る調整額 876百万円 21百万円

その他の包括利益合計 1,844百万円 △397百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,200,000 － － 7,200,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) (注) 657,252 203,444 400 860,296

(注) 自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式(当連結会計年度末40,800株)が含まれておりま

す。

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取による増加 770株

持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分の増加 874株

取締役会の決議に基づく取得による増加 200,000株

譲渡制限付株式の無償取得による増加 1,800株

株式給付信託制度に基づく役員報酬支給による減少 400株

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2023年６月27日
定時株主総会

普通株式 659 100 2023年３月31日 2023年６月28日

2023年10月25日
取締役会

普通株式 329 50 2023年９月30日 2023年11月28日

(注) １.2023年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する自社の株式に

対する配当金４百万円が含まれております。

２.2023年10月25日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する自社の株式に対す

る配当金２百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 319 50 2024年３月31日 2024年６月26日

(注) 2024年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する自社の株式に対

する配当金２百万円が含まれております。
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当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,200,000 － － 7,200,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) (注) 860,296 4,358 700 863,954

(注) 自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式(当連結会計年度末40,100株)が含まれておりま

す。

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取による増加 770株

持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分の増加 788株

譲渡制限付株式の無償取得による増加 2,800株

株式給付信託制度に基づく役員報酬支給による減少 700株

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年６月25日
定時株主総会

普通株式 319 50 2024年３月31日 2024年６月26日

2024年10月29日
取締役会

普通株式 319 50 2024年９月30日 2024年11月20日

(注) １.2024年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する自社の株式に

対する配当金２百万円が含まれております。

２.2024年10月29日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する自社の株式に対す

る配当金２百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2025年６月24日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 575 90 2025年３月31日 2025年６月25日

(注) 2025年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する自社の株式に対

する配当金３百万円が含まれております。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

現金及び預金勘定の期末残高 10,258百万円 10,475百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△61百万円 △59百万円

現金及び現金同等物の期末残高 10,197百万円 10,415百万円

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については主に安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行借入

による方針であります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機目的のデリバティ

ブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し

ては、当社グループの与信管理基準に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を１年

ごとに調査し、与信を見直す管理体制としております。投資有価証券である株式は、市場価額の変動リスクに晒さ

れておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、

グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建債権債務に係る為替の変動リスクを軽減するため、為

替予約取引を行っておりますが、外貨建債権債務の範囲内で行うこととしております。借入金のうち、短期借入金

は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として５年以内)及びリース債務は主に設備投資に係る資

金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部に

ついては、金利変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用してお

ります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」に記

載のとおりであります。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティ

ブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い銀行とのみ取引を行っております。また、営

業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する

などの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ

ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2024年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券(※３)

その他有価証券 2,869 2,869 －

資産計 2,869 2,869 －

(1) 長期借入金(※４) 8,163 8,303 140

(2) リース債務 1,502 1,501 △0

負債計 9,665 9,805 140

デリバティブ取引(※５) △99 △99 －

(※１) 「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短

期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。

(※２) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、記載を

省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は949百万円であります。

(※３) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 508

(※４) 長期借入金は、連結貸借対照表において短期借入金として表示しております１年内返済予定の長期借入金を

含めて表示しております。

(※５) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当連結会計年度(2025年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券(※３)

その他有価証券 2,541 2,541 －

資産計 2,541 2,541 －

(1) 長期借入金(※４) 8,822 8,919 96

(2) リース債務 1,293 1,293 △0

負債計 10,116 10,212 96

デリバティブ取引(※５) 22 22 －

(※１) 「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短

期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。

(※２) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、記載を

省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は1,080百万円であります。

(※３) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 583

(※４) 長期借入金は、連結貸借対照表において短期借入金として表示しております１年内返済予定の長期借入金を

含めて表示しております。

(※５) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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(注１)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2024年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 10,251 － － －

受取手形 50 － － －

電子記録債権 3,132 － － －

売掛金 10,039 － － －

合計 23,474 － － －

当連結会計年度(2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 10,462 － － －

受取手形 4 － － －

電子記録債権 2,710 － － －

売掛金 11,221 － － －

合計 24,398 － － －

(注２)長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2024年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 4,700 － － － － －

長期借入金 1,140 1,140 1,140 1,324 416 3,000

リース債務 504 369 299 55 24 248

合計 6,345 1,509 1,439 1,380 441 3,248

当連結会計年度(2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 5,500 － － － － －

長期借入金 1,540 1,540 1,724 816 200 3,000

リース債務 462 431 113 27 28 230

合計 7,503 1,972 1,837 843 228 3,230
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 2,794 － － 2,794

その他 － － 75 75

資産計 2,794 － 75 2,869

デリバティブ取引

通貨関連 － △28 － △28

金利関連 － △70 － △70

負債計 － △99 － △99

当連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 2,541 － － 2,541

資産計 2,541 － － 2,541

デリバティブ取引

通貨関連 － △1 － △1

金利関連 － 23 － 23

負債計 － 22 － 22

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 8,303 － 8,303

リース債務 － 1,501 － 1,501

負債計 － 9,805 － 9,805
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当連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 8,919 － 8,919

リース債務 － 1,293 － 1,293

負債計 － 10,212 － 10,212

(注１)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ

ル１の時価に分類しております。

その他はSAFE 投資であり、金融商品の価値に影響を与える事象を考慮して、直近の時価を見積もっており、レベ

ル３の時価に分類しております。

デリバティブ取引

金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務

長期借入金及びリース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を

基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(注２)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

(1) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

（単位：百万円）

区分

前連結会計年度

（自 2023年４月１日

至 2024年３月31日）

当連結会計年度

（自 2024年４月１日

至 2025年３月31日）

期首残高 － 75

当期の損益又はその他の包括利益 2 －

その他の包括利益に計上（※） 2 －

購入、売却、発行及び決済 73 －

その他 － △75

期末残高 75 －

（※）連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

(2) 時価の評価プロセスの説明

レベル３に分類した金融商品については、時価の算定に関する会計方針等に従い、時価を算定しております。時

価の算定にあたっては、対象となる資産の性質、特性及びリスクに応じて、時価のレベルの分類及び時価の算定に

用いられた評価技法の適切性を考慮しております。
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(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度(2024年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 2,777 1,121 1,656

その他 75 73 2

小計 2,852 1,194 1,658

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 17 22 △5

小計 17 22 △5

合計 2,869 1,216 1,653

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額981百万円）については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有

価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(2025年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 2,525 1,124 1,401

小計 2,525 1,124 1,401

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 15 19 △3

小計 15 19 △3

合計 2,541 1,143 1,397

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額1,118百万円）については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他

有価証券」には含めておりません。

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

区分
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 634 273 －

合計 634 273 －
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当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、その他有価証券について１百万円減損処理を行っております。

当連結会計年度において、その他有価証券について69百万円減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(2024年３月31日)

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引

円買米ドル売 754 － △28 △28

合計 754 － △28 △28

当連結会計年度(2025年３月31日)

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引

円買米ドル売 522 － △1 △1

合計 522 － △1 △1

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度(2024年３月31日)

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引

の種類等
主なヘッジ対象

契約額等
(百万円)

契約額のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

原則的処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動

長期借入金 3,000 3,000 △70

当連結会計年度(2025年３月31日)

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引

の種類等
主なヘッジ対象

契約額等
(百万円)

契約額のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

原則的処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動

長期借入金 3,000 3,000 23
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採

用しております。

当社は、積立型の確定給付企業年金制度及び確定拠出制度を採用しております。確定給付企業年金制度には、キャ

ッシュ・バランス・プランを導入しており、この制度では、制度加入者の個人別勘定に、勤続と評価に応じて付与さ

れるポイント及び市場金利の動向に基づく再評価率により計算された利息ポイントに基づいて計算された金額が積み

立てられます。また、確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。

一部の連結子会社は、積立型、非積立型の退職一時金制度及び確定拠出制度を採用しております。

なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し

ております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

退職給付債務の期首残高 5,070 4,661

勤務費用 225 432

利息費用 36 53

数理計算上の差異の発生額 △124 87

退職給付の支払額 △557 △707

その他 10 7

退職給付債務の期末残高 4,661 4,534

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

年金資産の期首残高 7,390 8,412

期待運用収益 123 130

数理計算上の差異の発生額 1,234 485

事業主からの拠出額 212 153

退職給付の支払額 △549 △696

年金資産の期末残高 8,412 8,484
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

（百万円）

前連結会計年度
（2024年３月31日)

当連結会計年度
（2025年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 4,624 4,497

年金資産 △8,412 △8,484

△3,788 △3,987

非積立型制度の退職給付債務 37 37

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △3,750 △3,950

退職給付に係る負債 37 297

退職給付に係る資産 △3,788 △4,247

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △3,750 △3,950

（注）当連結会計年度より、SMK Electronica S.A. de C.V.は原則法により退職給付に係る負債を計算して

計上しております。

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(百万円)

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

勤務費用 219 432

利息費用 36 53

期待運用収益 △123 △130

数理計算上の差異の費用処理額 △115 △452

確定給付制度に係る退職給付費用 17 △96

（注）当連結会計年度よりSMK Electronica S.A. de C.V.は原則法により退職給付費用を計算して計上して

おります。また、上記退職給付費用以外に、当連結会計年度は割増退職金801百万円を特別損失の事業

構造改革費用に含めて計上しております。

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(百万円)

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

数理計算上の差異 1,249 53

合計 1,249 53
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(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(百万円)

前連結会計年度
（2024年３月31日)

当連結会計年度
（2025年３月31日)

未認識数理計算上の差異 1,806 1,859

合計 1,806 1,859

(7) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前連結会計年度
（2024年３月31日)

当連結会計年度
（2025年３月31日)

債券 6.8％ 6.8％

株式 44.6％ 52.8％

生保一般勘定 25.6％ 23.1％

ファンド等 9.2％ 9.5％

その他 13.8％ 7.8％

合計 100.0％ 100.0％

(注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度27.5％、当連結会計年度

33.7％含まれております。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

割引率 主として 0.6％ 主として 0.6％

再評価率 0.55％ 0.65％

長期期待運用収益率 主として 2.0％ 主として 2.0％

３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度85百万円、当連結会計年度88百万円でありま

す。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

繰延税金資産

棚卸資産評価損 277百万円 164百万円

賞与引当金 123百万円 116百万円

未実現棚卸資産売却益 66百万円 73百万円

退職給付に係る負債 9百万円 113百万円

貸倒引当金 38百万円 44百万円

減損損失 605百万円 495百万円

税務上の繰越欠損金(注)２ 2,424百万円 2,683百万円

その他 682百万円 1,118百万円

繰延税金資産小計 4,227百万円 4,810百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △2,347百万円 △2,579百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,564百万円 △1,869百万円

評価性引当額小計(注)１ △3,912百万円 △4,449百万円

繰延税金資産合計 314百万円 361百万円

繰延税金負債

退職給付に係る資産 △1,137百万円 △1,349百万円

土地圧縮積立金 △36百万円 △37百万円

建物等圧縮積立金 △4百万円 △4百万円

その他有価証券評価差額金 △497百万円 △433百万円

在外子会社留保利益 △136百万円 △526百万円

子会社の時価評価差額 △304百万円 △310百万円

その他 △53百万円 △33百万円

繰延税金負債合計 △2,170百万円 △2,695百万円

繰延税金負債の純額 △1,855百万円 △2,334百万円

(注) １．評価性引当額が537百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社及び連結子会社における税務上

の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことによるものです。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 4 10 9 166 124 2,109 2,424百万円

評価性引当額 △4 △10 △9 △166 △124 △2,033 △2,347百万円

繰延税金資産 － － － － － 76 76百万円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2025年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 9 9 150 18 45 2,450 2,683百万円

評価性引当額 △9 △9 △150 △18 △45 △2,346 △2,579百万円

繰延税金資産 － － － － － 103 103百万円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度及び当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しており

ます。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.55％から、2026年４月

１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.44％となります。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が48百万円、法人税等調整額（借方）が

33百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が11百万円、その他有価証券評価差額金が４百万円それぞれ

減少しています。

４．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理

及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又

はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(賃貸等不動産関係)

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む。)、工場・倉庫等

を有しております。

2024年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は406百万円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業

外費用に計上)であります。

2025年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は429百万円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業

外費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

期首残高 6,559 6,555

連結貸借対照表計上額 期中増減額 △4 72

期末残高 6,555 6,627

期末時価 13,302 13,443

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産取得(168百万円)であり、主な減少額は減価償却

費(157百万円)及び固定資産売却(16百万円)であります。当連結会計年度の主な増加額は不動産取得(233百

万円)であり、主な減少額は減価償却費(161百万円)であります。

３．時価の算定方法

主として社外の不動産鑑定士等により算定された金額であります。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント
連結財務諸表計

上額
ＣＳ事業部 ＳＣＩ事業部

イノベーション
センター

計

日本 4,552 10,365 394 15,313 15,313

中国 7,723 2,106 0 9,830 9,830

その他アジア 3,288 4,125 － 7,414 7,414

アメリカ 4,296 7,279 － 11,576 11,576

その他北米 － 108 － 108 108

欧州 725 1,554 － 2,279 2,279

顧客との契約から生じる収益 20,586 25,540 395 46,522 46,522

外部顧客への売上高 20,586 25,540 395 46,522 46,522

(注) 地域別の売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント
連結財務諸表計

上額
ＣＳ事業部 ＳＣＩ事業部

イノベーション
センター

計

日本 5,040 11,477 251 16,769 16,769

中国 7,820 2,154 － 9,974 9,974

その他アジア 3,634 4,564 － 8,199 8,199

アメリカ 4,846 6,156 － 11,003 11,003

欧州 814 1,289 － 2,104 2,104

顧客との契約から生じる収益 22,156 25,643 251 48,051 48,051

外部顧客への売上高 22,156 25,643 251 48,051 48,051

(注) 地域別の売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社及び連結子会社では、国内及び海外の顧客に対して、電気通信及び電子機器等用部品を販売しております。

履行義務の充足時点については、製品を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点において製品

に対する支配が顧客に移転すると判断できるためであります。ただし、国内の販売については「収益認識に関する

会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。取引の対価

は、製品の引き渡し後、概ね３か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の

調整は行っておりません。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

(1)契約負債の残高等

(単位：百万円)

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 13,176

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 13,222

契約負債（期首残高） 224

契約負債（期末残高） 61

契約負債は、主に、顧客との金型の販売契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するも

のであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、181百万円でありま

す。また、当連結会計年度において、契約負債が163百万円減少した主な理由は、収益の認識に伴う取り崩しであり

ます。

(2)残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末日現在における、注記の対象となる未充足の履行義務はありません。

なお、当社及び連結子会社では、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）第80-22

項(1)の定めを適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

(1)契約負債の残高等

(単位：百万円)

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 13,222

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 13,935

契約負債（期首残高） 61

契約負債（期末残高） 29

契約負債は、主に、顧客との金型の販売契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するも

のであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、61百万円でありま

す。また、当連結会計年度において、契約負債が32百万円減少した主な理由は、収益の認識に伴う取り崩しであり

ます。
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(2)残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末日現在における、注記の対象となる未充足の履行義務はありません。

なお、当社及び連結子会社では、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）第80-22

項(1)の定めを適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

(1)報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品について国内及び海外の包括的戦略を立案し、

事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは事業部を基礎としたセグメントから構成されております。

(ＣＳ(コネクション・システム)事業部)

コネクタ(同軸、基板対基板、ＦＰＣ)、ジャックの製造販売

(ＳＣＩ(センシング、コミュニケーション＆インターフェース)事業部)

リモコン、スイッチ、カメラモジュールの製造販売

(イノベーションセンター)

無線モジュールの製造販売、新規ビジネス開発

(2)報告セグメントの変更等に関する事項

2024年４月１日付で実施した組織再編に伴い、事業部・開発センターに営業本部（本社）を統合するとともに、

開発センターにマーケティング部の新規事業部門を統合し、イノベーションセンターに改組しました。これにより、

当連結会計年度より、従来は「開発センター」と表示していた報告セグメントの名称を「イノベーションセンタ

ー」に変更し、「その他」の区分に含めていたその他部品事業を「ＳＣＩ事業部」及び「イノベーションセンタ

ー」の区分に含めております。前連結会計年度のセグメント情報についても、変更後の報告セグメントの名称及び

区分に基づき作成しております。

なお、事業部・開発センタ―と営業本部（本社）の統合について、同様の条件で前連結会計年度のセグメント情報

を作成することは実務上困難であるため、これらを組み替えた情報については開示を行っておりません。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額ＣＳ

事業部
ＳＣＩ
事業部

イノベーション
センター

計

売上高

外部顧客への売上高 20,586 25,541 394 46,522 － 46,522 － 46,522

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 20,586 25,541 394 46,522 － 46,522 － 46,522

セグメント利益又は
損失(△)(営業利益)

1,095 △2,145 △193 △1,243 － △1,243 － △1,243

セグメント資産 12,447 18,335 387 31,171 6,628 37,799 20,644 58,444

その他の項目

減価償却費 1,478 786 11 2,276 174 2,451 － 2,451

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

1,035 1,082 9 2,127 163 2,290 － 2,290

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース事業、不動産賃貸事業及び

労働者派遣事業を含んでおります。

２．セグメント資産の調整額20,644百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額ＣＳ

事業部
ＳＣＩ
事業部

イノベーション
センター

計

売上高

外部顧客への売上高 22,156 25,643 251 48,051 － 48,051 － 48,051

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 22,156 25,643 251 48,051 － 48,051 － 48,051

セグメント利益又は
損失(△)(営業利益)

1,534 △1,308 △446 △220 － △220 － △220

セグメント資産 12,972 16,332 306 29,611 6,794 36,405 21,279 57,684

その他の項目

減価償却費 1,487 668 13 2,169 177 2,347 － 2,347

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

1,363 483 3 1,850 237 2,088 － 2,088

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び労働者派遣事

業を含んでおります。

２．セグメント資産の調整額21,279百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本

アジア 北米

欧州 合計

中国 その他 アメリカ その他

15,313 9,830 7,414 11,576 108 2,279 46,522

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本

アジア

北米 欧州 合計

中国 その他

10,811 3,438 803 219 54 15,328

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本

アジア

アメリカ 欧州 合計

中国 その他

16,769 9,974 8,199 11,003 2,104 48,051

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本

アジア

北米 欧州 合計

中国 その他

11,003 3,198 332 187 31 14,754

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
ＣＳ
事業部

ＳＣＩ
事業部

イノベーシ
ョン

センター
計

減損損失 23 529 9 562 － － 562

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
ＣＳ
事業部

ＳＣＩ
事業部

イノベーシ
ョン

センター
計

減損損失 73 417 6 497 － － 497

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容又は

職業

議決権等の

所有(被所

有)割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の

内容

年間取引

金額

(百万円)

科目
期末残高

(百万円)

役員の

近親者

池田 彰孝

(注)１
－ －

当社

最高顧問

(被所有)

直接2.1
不動産の賃借

賃借料の

支払

(注)２

14

投資その他の資産

その他

流動資産その他

14

1

役員

Paul Evans

(ポール

エヴァンス)

－ －
当社

取締役

(被所有)

直接0.1
資金の貸付

貸付金の

回収

(注)３

利息の受取

(注)３

4

0

流動資産その他

長期貸付金

2

26

(注)１．池田彰孝は、当社代表取締役社長池田靖光の実父であります。

２．不動産賃借料については、一般の取引条件と同様に決定しております。

３．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容又は

職業

議決権等の

所有(被所

有)割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の

内容

年間取引

金額

(百万円)

科目
期末残高

(百万円)

役員の

近親者

池田 彰孝

(注)１
－ －

当社

最高顧問

(被所有)

直接2.2
不動産の賃借

賃借料の

支払

(注)２

14

投資その他の資産

その他

流動資産その他

14

1

役員

Paul Evans

(ポール

エヴァンス)

－ －
当社

取締役

(被所有)

直接0.1
資金の貸付

貸付金の

回収

(注)３

利息の受取

(注)３

2

0

流動資産その他

長期貸付金

2

23

(注)１．池田彰孝は、当社代表取締役社長池田靖光の実父であります。

２．不動産賃借料については、一般の取引条件と同様に決定しております。

３．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

１株当たり純資産額 5,070.15円 4,612.02円

１株当たり当期純損失(△) △75.00円 △297.39円

(注) １．株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」に残存する自社の株式は、１株当

たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期

純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり純資産額

の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は前連結会計年度40,800株、当連結会計年度40,100株であ

り、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度40,917株、

当連結会計年度40,304株であります。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純損失(△)
(百万円)

△489 △1,884

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純損失(△)(百万円)

△489 △1,884

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,525 6,337

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 4,700 5,500 1.50 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,140 1,540 1.40 －

１年以内に返済予定のリース債務 504 462 － －

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

7,022 7,282 1.53
2027年２月～
2030年９月

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

997 830 4.78
2026年４月～
2037年12月

その他有利子負債 － － － －

合計 14,365 15,616 － －

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の一部については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に

計上しており、当該リース債務については、「平均利率」の計算に含めておりません。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの

返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 1,540 1,724 816 200

リース債務 431 113 27 28

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計

年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 23,614 48,051

税金等調整前
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △7 △963

親会社株主に帰属する
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △287 △1,884

１株当たり
中間(当期)純損失(△)

(円) △45.35 △297.39
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,461 2,517

受取手形 9 1

電子記録債権 3,107 2,651

売掛金 ※1 10,005 ※1 11,055

商品及び製品 812 754

仕掛品 11 13

原材料及び貯蔵品 2,334 2,070

前払費用 96 91

短期貸付金 ※1 9,223 ※1 9,297

その他 ※1 1,246 ※1 1,269

貸倒引当金 △3,613 △2,349

流動資産合計 26,696 27,374

固定資産

有形固定資産

建物 2,251 2,249

構築物 37 35

機械及び装置 783 897

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 200 403

土地 2,939 2,939

リース資産 136 －

有形固定資産合計 ※2,※3 6,348 ※2,※3 6,525

無形固定資産

ソフトウエア 48 93

その他 18 49

無形固定資産合計 67 142

投資その他の資産

投資有価証券 2,882 2,559

関係会社株式 6,754 6,578

関係会社出資金 636 636

長期貸付金 62 62

前払年金費用 1,984 2,370

その他 587 592

貸倒引当金 △94 △94

投資その他の資産合計 12,814 12,705

固定資産合計 19,230 19,372

資産合計 45,926 46,747
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 18 28

電子記録債務 2,058 1,003

買掛金 ※1 2,838 ※1 3,047

短期借入金 ※3,※5 4,700 ※3,※5 5,500

１年内返済予定の長期借入金 ※3 1,140 ※3 1,540

リース債務 85 －

未払金 ※1 621 ※1 1,908

未払費用 185 192

未払法人税等 127 59

預り金 30 33

前受収益 51 51

賞与引当金 370 380

役員賞与引当金 1 3

買付契約評価引当金 3 －

その他 542 505

流動負債合計 12,775 14,254

固定負債

長期借入金 ※3 7,022 ※3 7,282

リース債務 125 －

繰延税金負債 1,095 1,208

役員退職慰労引当金 130 122

役員株式給付引当金 27 24

関係会社事業損失引当金 － 129

その他 319 266

固定負債合計 8,721 9,034

負債合計 21,497 23,288

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金

資本準備金 12,057 12,057

資本剰余金合計 12,057 12,057

利益剰余金

利益準備金 1,306 1,306

その他利益剰余金

配当平均積立金 550 550

退職積立金 370 370

土地圧縮積立金 83 82

建物等圧縮積立金 10 10

別途積立金 2,265 2,265

繰越利益剰余金 1,679 814

利益剰余金合計 6,265 5,398

自己株式 △2,971 △2,971

株主資本合計 23,347 22,481

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,152 961

繰延ヘッジ損益 △70 16

評価・換算差額等合計 1,082 978

純資産合計 24,429 23,459

負債純資産合計 45,926 46,747
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上高 ※1 22,743 ※1 22,973

売上原価 ※1 20,645 ※1 20,445

売上総利益 2,097 2,528

販売費及び一般管理費 ※1,※2 3,546 ※1,※2 3,962

営業損失(△) △1,449 △1,434

営業外収益

受取利息及び受取配当金 ※1 1,133 ※1 1,145

不動産賃貸料 ※1 608 ※1 640

為替差益 1,173 －

貸倒引当金戻入額 － 1,287

雑収入 ※1 64 ※1 29

営業外収益合計 2,979 3,103

営業外費用

支払利息 114 157

不動産賃貸原価 ※1 265 ※1 255

貸倒引当金繰入額 1,721 －

為替差損 － 125

雑損失 59 60

営業外費用合計 2,161 599

経常利益又は経常損失（△） △630 1,069

特別利益

固定資産売却益 179 －

投資有価証券売却益 222 －

リース債務免除益 － 211

特別利益合計 401 211

特別損失

固定資産除却損 0 167

減損損失 236 86

投資有価証券評価損 － 69

関係会社株式評価損 340 175

関係会社事業損失引当金繰入額 － 129

事業構造改革費用 － 661

特別損失合計 576 1,290

税引前当期純損失（△） △805 △8

法人税、住民税及び事業税 111 49

法人税等調整額 279 169

法人税等合計 391 218

当期純損失（△） △1,196 △227
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備

金

その他資

本

剰余金

資本剰余

金

合計

利益準備

金

その他利益剰余金 利益剰余

金

合計
配当平均

積立金

退職積立

金

土地圧縮

積立金

建物圧縮

積立金

別途積立

金

繰越利益

剰余金

当期首残高 7,996 12,057 － 12,057 1,306 550 370 83 11 2,265 3,864 8,451

当期変動額

剰余金の配当 △989 △989

当期純損失（△） △1,196 △1,196

税率変更による積立

金の調整額

建物圧縮積立金の取

崩
△0 0 －

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

当期変動額合計 － － － － － － － － △0 － △2,185 △2,186

当期末残高 7,996 12,057 － 12,057 1,306 550 370 83 10 2,265 1,679 6,265

株主資本 評価・換算差額等

純資産合

計自己株式
株主資本

合計

その他有

価証券

評価差額

金

繰延ヘッ

ジ

損益

評価・換

算

差額等合

計

当期首残高 △2,475 26,030 752 － 752 26,783

当期変動額

剰余金の配当 △989 △989

当期純損失（△） △1,196 △1,196

税率変更による積

立金の調整額
－ －

建物圧縮積立金の

取崩
－ －

自己株式の取得 △498 △498 △498

自己株式の処分 1 1 1

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

399 △70 329 329

当期変動額合計 △496 △2,683 399 △70 329 △2,353

当期末残高 △2,971 23,347 1,152 △70 1,082 24,429
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当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備

金

その他資

本

剰余金

資本剰余

金

合計

利益準備

金

その他利益剰余金 利益剰余

金

合計
配当平均

積立金

退職積立

金

土地圧縮

積立金

建物圧縮

積立金

別途積立

金

繰越利益

剰余金

当期首残高 7,996 12,057 － 12,057 1,306 550 370 83 10 2,265 1,679 6,265

当期変動額

剰余金の配当 △639 △639

当期純損失（△） △227 △227

税率変更による積立金の

調整額
△1 △0 1 －

建物圧縮積立金の取崩 △0 0 －

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － － △1 △0 － △864 △866

当期末残高 7,996 12,057 － 12,057 1,306 550 370 82 10 2,265 814 5,398

株主資本 評価・換算差額等

純資産合

計自己株式
株主資本

合計

その他有

価証券

評価差額

金

繰延ヘッ

ジ

損益

評価・換

算

差額等合

計

当期首残高 △2,971 23,347 1,152 △70 1,082 24,429

当期変動額

剰余金の配当 △639 △639

当期純損失（△） △227 △227

税率変更による積

立金の調整額
－ －

建物圧縮積立金の

取崩
－ －

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の処分 2 2 2

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

△190 86 △104 △104

当期変動額合計 0 △866 △190 86 △104 △970

当期末残高 △2,971 22,481 961 16 978 23,459
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。

① 製品

売価還元法

② 仕掛品

材料費については最終仕入原価法、労務費・経費については実際発生額の合計額であります。

③ 原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物付

属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 ８年

車両運搬具 ４年

工具、器具及び備品 ２～６年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

ソフトウエア(自社利用分) ５年(社内における利用可能期間)

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度末以降における支給見込額のうち、当事業年度に属する支

給対象期間に対応する金額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算

上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

取締役及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上して

おります。

(6) 役員株式給付引当金

取締役及び執行役員への当社株式の交付に備えるため、内規に基づく当事業年度末における株式給付債務の見込

額に基づき計上しております。

(7) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

４. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容は、電気通信及び電子機器等

用部品の国内及び海外における販売であります。当該製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を

認識しております。ただし、国内の販売については「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的

な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。なお、製品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断

したものについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について

は、当該特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

金利変動により影響を受ける長期借入金利息

③ ヘッジ方針

当社所定の社内承認手続を行った上で、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的により、金利スワップを利

用しております。
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④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較

し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略しております。

(2) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と

異なっております。

(3) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(重要な会計上の見積り)

固定資産の減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

前事業年度 当事業年度

有形固定資産
6,348百万円

(うちＣＳ事業部 643百万円)
6,525百万円

(うちＣＳ事業部 803百万円)

減損損失
236百万円

(うちＣＳ事業部 －百万円)
86百万円

(うちＣＳ事業部 －百万円)

(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

収益性の低下により減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失

を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。回収

可能価額は使用価値又は正味売却可能価額により測定しており、使用価値は将来の事業計画と、事業計画が策定

されている期間を超えている期間について見積もられた将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定し

ております。

② 主要な仮定

将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる販売数量の予測であります。

販売数量の予測については、販売先が作成した将来発注見込資料や注文書をもとに算定しております。

③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響

主要な仮定である販売数量は、見積りの不確実性が高く、将来の販売数量が大きく変動した場合は、翌事業年

度に減損損失が発生する可能性があります。

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項

ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

(株式給付信託(BBT)の導入)

取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情

報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額は、次のとおり

であります。

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

短期金銭債権 15,488百万円 15,633百万円

短期金銭債務 1,695百万円 2,333百万円

※２ 圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま

す。

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

圧縮記帳額 101百万円 101百万円

(うち、土地) 101百万円 101百万円

※３ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

建物 1,183百万円 1,130百万円

構築物 25百万円 23百万円

機械及び装置 172百万円 152百万円

工具、器具及び備品 70百万円 157百万円

土地 295百万円 295百万円

計 1,748百万円 1,759百万円

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

短期借入金 1,566百万円 2,357百万円

１年内返済予定の長期借入金 616百万円 936百万円

長期借入金 2,866百万円 3,370百万円

計 5,050百万円 6,663百万円

４ 保証債務

以下の関係会社の債務に対し債務保証を行っております。

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

SMK Electronics Corporation, U.S.A. －百万円 299百万円

計 －百万円 299百万円

※５ コミットメントライン

当社は運転資金の効率的な運用を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

コミットメントラインの総額 6,000百万円 7,000百万円

借入実行残高 4,700 5,500

差引額 1,300 1,500
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(損益計算書関係)

※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上高 7,189百万円 6,058百万円

売上原価 7,569百万円 8,317百万円

販売費及び一般管理費 159百万円 229百万円

営業取引以外の取引高 1,469百万円 1,475百万円

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

従業員給料手当 1,721百万円 2,064百万円

賞与引当金繰入額 140百万円 170百万円

役員賞与引当金繰入額 1百万円 3百万円

退職給付費用 17百万円 △122百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円 6百万円

役員株式給付引当金繰入額 △0百万円 △0百万円

減価償却費 61百万円 65百万円

おおよその割合

販売費 39％ 38％

一般管理費 61％ 62％

(有価証券関係)

前事業年度(2024年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分
前事業年度
(百万円)

子会社株式
6,753

関連会社株式
1

計
6,754

当事業年度(2025年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分
当事業年度
(百万円)

子会社株式
6,577

関連会社株式
1

計
6,578
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

繰延税金資産

棚卸資産評価損 43百万円 93百万円

賞与引当金 113百万円 116百万円

関係会社株式評価損 1,367百万円 1,463百万円

関係会社出資金評価損 31百万円 32百万円

貸倒引当金 1,129百万円 811百万円

減損損失 323百万円 285百万円

繰越欠損金 603百万円 968百万円

その他 574百万円 783百万円

繰延税金資産小計 4,186百万円 4,555百万円

評価性引当額 △4,122百万円 △4,491百万円

繰延税金資産合計 63百万円 64百万円

繰延税金負債

前払年金費用 △606百万円 △783百万円

土地圧縮積立金 △36百万円 △37百万円

建物等圧縮積立金 △4百万円 △4百万円

その他有価証券評価差額金 △494百万円 △431百万円

その他 △16百万円 △15百万円

繰延税金負債合計 △1,159百万円 △1,272百万円

繰延税金負債の純額 △1,095百万円 △1,208百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.55％から、2026年４月

１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.44％となります。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が27百万円、法人税等調整額（借方）が

23百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が４百万円減少しています。

４．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取

扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税

効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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(収益認識関係)

・顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社は、国内及び海外の顧客に対して、電気通信及び電子機器等用部品を販売しております。履行義務の充足時点

については、製品を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点において製品に対する支配が顧客に

移転すると判断できるためであります。ただし、国内の販売については「収益認識に関する会計基準の適用指針」第

98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。代理人として行われる取引については、

顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で取引価格を算定しております。取引の対価は、製品の引

き渡し後、概ね３か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行ってお

りません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 2,251 146
0

(0)
148 2,249 9,606

構築物 37 2 － 5 35 586

機械及び装置 783 340
29

(23)
196 897 5,505

車両運搬具 0 － － 0 0 8

工具、器具及び備品 200 495
40

(40)
251 403 7,854

土地 2,939 － － － 2,939 －

リース資産 136 90 158 68 － －

建設仮勘定 － 32 32 － － －

計 6,348 1,108
261
(63)

670 6,525 23,561

無形固定資産 ソフトウエア 48 88
22

(22)
20 93 －

その他 18 35 4 0 49 －

計 67 123
27

(22)
21 142 －

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 自動組立機等の取得 340百万円

工具、器具及び備品 金型の取得 257百万円

２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

３．減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 3,708 2,243 3,508 2,444

賞与引当金 370 380 370 380

役員賞与引当金 1 3 1 3

役員退職慰労引当金 130 7 15 122

役員株式給付引当金 27 0 2 24

買付契約評価引当金 3 － 3 －

関係会社事業損失引当金 － 129 － 129
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・
売渡し

取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事

由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により

行うこととしております。

なお、電子公告は当会社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで

あります。

https://www.smk.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株の株式を売渡すことを請求する権利



― 112 ―

第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第102期(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

2024年６月25日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年６月25日関東財務局長に提出。

(3) 半期報告書及び確認書

第103期中(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

2024年11月13日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく

臨時報告書

2024年６月27日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2025年６月23日

ＳＭＫ株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 田 大 輔

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 武 男

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているＳＭＫ株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｓ

ＭＫ株式会社及び連結子会社の２０２５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。



ＳＭＫ株式会社のＣＳ事業部に関連した有形固定資産の減損の認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

会社は、2025年３月31日現在、連結貸借対照表上、

有形固定資産を14,754百万円計上しており、総資産の

26％を占めている。注記事項（重要な会計上の見積

り） に記載されているとおり、会社は、当連結会計年

度において、ＣＳ事業部の有形固定資産803百万円に係

る資産グループについて、事業環境の変化に伴い収益

性が低下したことにより減損の兆候があると判断した

が、減損損失の認識の判定において、当該資産グルー

プから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額

がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を

認識していない。

資産グループの継続的使用によって生じる将来キャ

ッシュ・フローの見積りは、取締役会によって承認さ

れた事業計画と、事業計画が策定されている期間を超

えている期間についての販売数量の予測に基づいて行

っている。

将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮

定は、注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のと

おり、事業計画の基礎となる販売数量の予測である。

将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の重

要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要と

することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要

な検討事項と判断した。

当監査法人は、会社のＣＳ事業部に関連した有形固定資

産の減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシ

ュ・フローの総額の見積りについて、主として以下の監査

手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な

資産の経済的残存使用年数と比較した。

・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって

承認された事業計画との整合性を検討した。

・将来の不確実性を反映した２期目以降の計画につい

て、経営者による将来の不確実性の評価について検討

した。

・経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評

価するために、過年度における事業計画とその後の実

績を比較した。

・事業計画の基礎となる重要な仮定の販売数量の予測に

ついては、経営者と協議を行うとともに、販売先が作

成した将来発注見込資料や注文書を入手し、事業計画

における仮定との整合性を検討した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。



連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ＳＭＫ株式会社の２０２

５年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ＳＭＫ株式会社が２０２５年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人



の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 （３）【監査

の状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。



独立監査人の監査報告書

2025年６月23日

ＳＭＫ株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 田 大 輔

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 武 男

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているＳＭＫ株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第１０３期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査

を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＭＫ

株式会社の２０２５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

ＣＳ事業部に関連した有形固定資産の減損の認識

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（ＳＭＫ株式会社のＣＳ事業部に関連した

有形固定資産の減損の認識）と同一内容であるため、記載を省略している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。



当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。



＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年６月23日

【会社名】 ＳＭＫ株式会社

【英訳名】 SMK Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 靖 光

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 東京都品川区戸越六丁目５番５号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長池田靖光は、当社の第103期(自2024年４月１日 至2025年３月31日)の有価証券報告書の記載内

容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。



【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年６月23日

【会社名】 ＳＭＫ株式会社

【英訳名】 SMK Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 靖 光

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 東京都品川区戸越六丁目５番５号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)



１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長池田靖光は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会

の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を

整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、

選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制

上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性

に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対

する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社23社を対象として行っ

た全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、持分

法適用関連会社１社については、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から僅少である

と判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

電気通信及び電子機器等用部品を製造・販売する当社グループにおいては、売上高が事業活動の規模を表す指標と

して最も適切な指標と判断している。全社的な内部統制が有効であるという評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る

内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、前連結会計

年度の売上高（連結会社間取引消去前）のおおむね３分の２を占める６事業拠点を「重要な事業拠点」とした。なお、

当連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去前）で再検討し、当該評価範囲が適切であることを確認している。

次に、当社グループの事業活動を踏まえて、売上高、売掛金及び棚卸資産を企業の事業目的に大きく関わる勘定科

目とした。選定した重要な事業拠点においては、これらの勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、

選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性

が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に

係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして、固定資産減損プロセス、税金

計算・税効果プロセス等を評価対象に追加している。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

４ 【付記事項】

該当事項なし。

５ 【特記事項】

該当事項なし。


	有価証券報告書
	表紙
	中表紙
	目次
	扉
	第一部【企業情報】
	第１ 【企業の概況】
	１ 【主要な経営指標等の推移】
	２ 【沿革】
	３ 【事業の内容】
	４ 【関係会社の状況】
	５ 【従業員の状況】

	第２ 【事業の状況】
	１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
	２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
	３ 【事業等のリスク】
	４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
	５ 【重要な契約等】
	６ 【研究開発活動】

	第３ 【設備の状況】
	１ 【設備投資等の概要】
	２ 【主要な設備の状況】
	３ 【設備の新設、除却等の計画】

	第４ 【提出会社の状況】
	１ 【株式等の状況】
	２ 【自己株式の取得等の状況】
	３ 【配当政策】
	４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

	第５ 【経理の状況】
	１ 【連結財務諸表等】
	２ 【財務諸表等】

	第６ 【提出会社の株式事務の概要】
	第７ 【提出会社の参考情報】
	１ 【提出会社の親会社等の情報】
	２ 【その他の参考情報】


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】

	独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
	確認書
	内部統制報告書



